
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 39 回民有林治山工事コンクール 農林水産大臣賞 
垂水市 田神 上ノ平添地内 (復旧治山事業) 

第 39 回民有林林道工事コンクール 日本林道協会長賞 
鹿児島市 森林管理道開設 横見谷線 1 工区 (山村強靭化林道整備事業) 

治山林道研究発表論文集 

令和５年度(第６４回) 

   鹿児島県治山林道協会 一   般   
社団法人 



令和５年度治山林道研究発表論文集の発刊に当たって 
 

鹿児島県主催の治山林道研究発表会は、今年度で 64 回目を迎えました。 

台風６号の影響で関係者が一堂に会しての発表会は急遽中止となりました

が、動画による発表と Web での質疑応答という形で審査会が開催されました。 

業務多忙にもかかわらず、事前の準備を進められ、直前での発表方法等の

変更に御協力いただいた発表者をはじめ、かねてから森林土木技術の向上や

調査研究に努められている皆様に心から敬意を表します。 

 さて、今年も全国各地で甚大な山地災害が発生し、鹿児島県でも、６月の

奄美大島における梅雨前線に伴う大雨や、８月の大隅地域を中心とする台風

６号による大雨により、林地崩壊や多くの林道被害が発生しました。 

 近年は、線状降水帯の形成や、大型で強い勢力を維持したまま北上する台

風の影響で、長期間にわたって強い雨が降り続き、山地災害が激甚化・頻発

化する傾向にあるとされています。 

今年は未曽有の被害をもたらした平成５年の鹿児島豪雨災害から 30 年の

節目の年にあたりますが、このような自然災害に備えるためにも、治山事業

による事前防災・減災対策が従前にも増して重要となっています。 

 また、林道は、木材の生産を通じた効率的かつ安定的な林業経営や、伐採

後の再造林・保育などの適切な森林施業を実施する上で重要な役割を果たし

ています。 

 本県の人工林資源が充実し、本格的な利用期を迎えている中で、森林資源

を循環利用しつつ、森林の多面的機能を持続的に発揮させていくため、更な

る林道等の路網整備を推進する必要があります。 

 これら治山・林道事業においては、長年にわたる調査研究の成果をもとに、

地形、地質、植生等の特性や現場条件等を踏まえた様々な改善・工夫がなさ

れており、その技術は現場で実践して取り組まれている皆様の不断の努力に

より支えられていることは言うまでもありません。 

今回も、令和５年８月 10 日に開催した審査会での発表内容を「令和５年度

（第 64 回）治山林道研究発表論文集」として取りまとめましたので、御活用

いただければ幸いです。 

今後とも、治山・林道事業に携わっておられる皆様が更なる技術の研鑽に

努められ、事業の推進に御尽力いただくことを期待いたします。 

 終わりに、発刊に当たり御指導、御協力を賜りました鹿児島県かごしま材

振興課路網整備係の皆様に厚く御礼申し上げます。 
 

令和５年 12 月   

一般社団法人 鹿児島県治山林道協会  

   専務理事  村山 浩美  



令和５年度（第６４回）治山林道研究発表会 

 

 

１ 開催趣旨       治山林道技術についての研究成果を発表し，これを通じて相互の研鑚を図ると

ともに，技術の向上と改善に資する。 

 

２ 開 催 方 法  台風６号のため中止。オンラインで選考会を実施。 

 

３ 開催日時       令和５年  ８月１０日（木） 午前９時２０分～午後４時 

 

４ 開催場所       鹿児島県市町村自治会館  ５０２会議室 

 

５ 発 表 者    鹿児島地域振興局，南薩地域振興局，大隅地域振興局，熊毛支庁， 

南大隅町，(一社)鹿児島県治山林道協会 （各１名） 

         北薩地域振興局，姶良･伊佐地域振興局，大島支庁（１係１名,各２名） 

       【計１２名】 

 

６ 表彰及び選考 

 ○ 表 彰   発表者全員 

 ○ 選 考   全国大会２名，九州大会２名（部門ごとにそれぞれ１名） 

  ・全国大会  林道：       令和５年１０月 ４， ５日  東京都 

治山：       令和５年 ９月２７，２８日  東京都 

  ・九州大会  治山・林道： 令和５年１０月２６日      長崎県 

 

７ 審査員 

  

所 属 氏 名 所 属 氏 名 

鹿児島大学名誉教授 下川 悦郎 
(一社)鹿児島県治山林道協会 

専務理事 
村山 浩美 

環境林務部次長（兼） 

地球温暖化対策総括監 
松枝 英隆 森林経営課 課長 川畑 辰彦 

かごしま材振興課 課長 小原 誠 森づくり推進課 課長 的場 𠮷郎 

総括工事監査監 福元 孝一朗 
森林技術総合センター 

所長 
岩元 高治 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



治山林道研究発表会スケジュール 

開催日：令和５年 ８月１０日（木） 

場 所：市町村自治会館 ５０２会議室  

 

項   目 時   間 備   考 

開 会   ９：２０  

審査方法及び日程の説明   ９：２０～ ９：３５  

午前の部 

発表順位   １   ９：３５～ ９：５５  

 〃     ２   ９：５５～１０：１５  

 〃     ３  １０：１５～１０：３５  

 〃     ４  １０：３５～１０：５５  

 〃     ５  １０：５５～１１：１５  

 〃     ６  １１：１５～１１：３５  

 〃     ７  １１：３５～１１：５５  

（ 昼 食 ・ 休 憩 ）  １１：５５～１３：００  

午後の部 

発表順位  ８  １３：００～１３：２０  

 〃    ９  １３：２０～１３：４０  

 〃   １０  １３：４０～１４：００  

 〃   １１  １４：００～１４：２０  

 〃   １２ １４：２０～１４：４０  

（ 休    憩 ） （１４：４０～１４：５０）  

発表結果とりまとめ  １４：５０～１５：３０  

審 査 結 果 の 発 表  １５：３０～１５：３５ 審査員長 松枝次長 

講      評  １５：３５～１５：４５ 審査員 下川名誉教授 

 



発表
順位

所　　　属 氏　　　名 発　表　テ　ー　マ 区分
全国
大会

九州
大会

頁

1
(一社)鹿児島県
治山林道協会

橋 口 貴 文
治山事業におけるUAVレーザーの活用につい
て

治山 ○ 1

2
大 隅
地 域 振 興 局

猩 々 義 英
簡易型ＩＣＴを活用した測量の実証につい
て

治山 8

3
姶 良 ・ 伊 佐
地 域 振 興 局

本 村 大 志
治山施設の維持・管理と長寿命化対策につ
いて

治山 15

4
鹿 児 島
地 域 振 興 局

福 永 隆 太
効率的な森林整備に向けた林道の開設につ
いて

林道 ○ 22

5
北 薩
地 域 振 興 局

馬 場 隆 之 令和２年梅雨災における治山対策について 治山 30

6 熊 毛 支 庁 中 川 遼
種子島の海岸防災林におけるオオハマボウ
の生育状況について

治山 37

7 南 大 隅 町 粢 田 拡
林道維持管理の現状と今後の課題・解決
策・災害への備えについて

林道 45

8
姶 良 ・ 伊 佐
地 域 振 興 局

松 島 美 弦 姶良・伊佐地域における林道災害について 林道 52

9
北 薩
地 域 振 興 局

伊地知秀太
林道災害復旧事業における大型ブロックの
一考察

林道 ○ 60

10 大 島 支 庁 野 尻 孝 記 奄美地域における法面緑化について 治山 ○ 68

11 大 島 支 庁 有 薗 亜 耶 林道法面における木製パネルについて 林道 75

12
南 薩
地 域 振 興 局

竹 本 航
海岸防災林造成事業実施箇所における事業
効果の検証について

治山 82

合 計 １２名

目　　　　　　　　次

治山関係　　７件
林道関係　　５件



 

治山事業における UAV レーザーの活用について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 鹿児島県治山林道協会  橋 口 貴 文

1. はじめに 

（スライド１～5） 

 近年，ドローン等の UAV(無人航空機)を使用し

て上空から地形情報を取得する UAV 測量が注目を

集めている。中でも『UAV レーザー測量』はレー

ザー光が草木の隙間を通り抜け，その下の地表面

に当たることで，伐採前でも樹幹下の地表面計測

が可能となり，森林地帯が多い治山事業での活用

に適用性があると思われる。 

そこで『UAV レーザー測量』の治山現場への適

用性の検証と，その特徴を活かした治山事業への

活用方法を考察した。 

 

2. UAV レーザー測量の実施 

（スライド 6～11） 

今年の３月に曽於市大隅町中之内の治山現場で

UAV レーザー測量を行った。現場は南東向きの延

長約 180ｍのシラス渓流で，崩壊によりシラスが

深く侵食されており，一部斜面では測量時の立ち

入りが困難な箇所もあった。今回の計測で対象渓

流を中心とした 360m×270m の約 9.7ha を測定エ

リアと設定して行った。 

UAV レーザー測量のおおまかな作業工程は，飛

行計画→計測→後処理→データ作成という流れで

あり，測定後のデータの検証・解析後に地表面と

その上にある樹木などの地物表面の標高からなる

オリジナルデータと，地表面だけを抽出したグラ

ウンドデータを作成した。 

 

3. UAV レーザー測量の検証 

（スライド 12～13）  

UAV レーザー測量で得られたグラウンドデータ

より作成した横断線形と，従来のトータルステー

ションとポール横断測量を用いた地上測量の横断

線形の比較を行った。 

全体の形状はほぼ同一形状となり，トータルス

テーションで計測した地点では５cm～６cm 程度

の差であったことから，今回の計測は測量精度と

して十分な範囲にあると考えられる。また，地上

測量では立入が困難で測定できなかった地形まで

計測することができた。 

しかし測量精度については検証実績自体が少な

いため，地形や植生の繁茂状況など様々なケース

での測量精度の検証が必要になると思われる。 

 

4. 地上測量の問題点と UAV レーザー測量の有 

用性 （スライド 14～23） 

現在行っている地上測量の様々な問題点に対し

て，UAV レーザー測量を用いることでどのような

改善があるのか検証した。 

①危険箇所での作業が多い 

⇒安全な場所から計測でき，立入困難な箇所も 

計測可能。 

②作業人員が多い 

⇒測量に要する人員は 50％以下となる。大規模

な現場では更に効果的。 

③視界が狭い 

⇒既存構造物・林内路網位置を含め，俯瞰的視

点から全体を把握できる。 

④設計検討要素が少ない 

⇒任意地点の縦横断面図を作成でき，机上で自

由に検討可能。 

 

5. UAV レーザー測量の問題点 

（スライド 24～27） 

UAV レーザー測量にもいくつか問題点がある。 

①コスト面 

・費用が高額となるため，費用対効果や運用方針

等，慎重な検討が必要。 

②現場条件 

・植生繁茂状況，気象条件，飛行禁止区域等によ

り測定不可の場合あり。 

③計測できない情報 

・土質，地山の状態，湧水，クラック等，地上目

線でしか確認できない情報も多い。 

 

6. 治山事業への活用法の考察 

（スライド 28～31） 

UAV レーザー測量で得られた３次元データの治

山事業での活用方法を考察した。 

 

 

1



治山事業における UAV レーザーの活用について 

 

①落石対策調査への活用 

・落石発生源と保全対象の位置関係の把握ができ，

任意断面を作成することで様々な方向から落石

シミュレーションを実施できる。 

②流木対策調査への活用 

・地表面だけでなく，その上にある樹木や倒木ま

で確認できるため，３次元データから流木量や

樹高の把握を机上で行える。 

③3次元出来形管理 

・完工後の完成形状を３次元データとして記録し

ておくことで，その後の経過観察や災害時の原

型復旧等の貴重な指標となる。 

 

7. おわりに 

（スライド 32～33） 

UAV レーザー測量は測量作業の安全化・効率化・

精度向上が図れるだけでなく，その３次元データ

にはアイデア次第で様々な活用方法があるように

感じる。今後飛躍的に活用の機会が増加すること

が予測される中，使う側の技術の習得や環境整備

が急務になると思われる。 

森林土木の測量・設計に携わる立場として最先

端の技術とこれまで培われてきた技術をうまく融

合させ，効率的で精度の高い新しい測量・設計の

形を模索していきたいと思う。 

2



治山事業におけるUAVレーザーの活用について

スライド4

スライド1

スライド2

スライド3

スライド5

スライド6

スライド7

スライド8
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治山事業におけるUAVレーザーの活用について

スライド12 スライド16

スライド9

スライド10

スライド11

スライド13

スライド14

スライド15
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治山事業におけるUAVレーザーの活用について

スライド19

スライド20

スライド23

スライド24

スライド17

スライド18

スライド21

スライド22
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治山事業におけるUAVレーザーの活用について

スライド26

スライド27

スライド28

スライド30

スライド31

スライド32

スライド25 スライド29
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治山事業におけるUAVレーザーの活用について

スライド33
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簡易型ＩＣＴを活用した測量の実証について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大隅地域振興局 農林水産部 林務水産課  猩 々 義 英

1 はじめに 

（スライド１～4） 

 県内において，豪雨被害等による比較的大規模

な山地災害については，復旧治山事業等の国庫補

助事業により測量設計業務委託から復旧工事まで

を行っているが，国庫補助事業の対象とならない

小規模な崩壊地の復旧や，過去に施工した治山施

設の修繕が必要と認められる箇所については，県

単治山事業で実施しており，職員が自ら現場で測

量を実施し図面を作成するまで多くの労力と時間

を費やしている。 

そこで，令和４年度林地荒廃防止事業(垂水市新

城三ツ割地内)において，残土の仮置が発生した際

に，その形状や土量の算出においてモバイル端末

を利用した測量成果の提出があり，これらの問題

を解決できないかと思い，今回，簡易型ＩＣＴで

あるモバイル端末を使った測量を実施したので，

その結果を発表する。 

 

２ 県単治山事業の測量実施状況について 

（スライド 5～6） 

令和４年度の県単治山事業について，当係で昨

年度に測量を実施した状況をとりまとめたところ，

現場は６現場で測量に要した日数は７日間の 

136 時間になる。全ての現場で刈払機やナタ鎌を

使って，繁茂している植生の刈り払いを行い，特

に夏場であったため熱中症に気をつけながら実施

したが，曽於市では，測量に支障となる風倒木が

いくつも折り重なっていたため，市に依頼して森

林組合において伐採を実施した現場もあり， 

１現場当たりの測量は平均で 23 時間となった。 

また，測量後は野帳を整理し，図面を作成する

まで３日間程度で，測量から図面作成まで，概ね

１現場当たり 27 時間程度を要していたことが分

かった。 

 

３ ＩＣＴを活用し測量及び図面作成を省力化 

（スライド 7） 

ＩＣＴを活用し測量及び図面作成をどのように

省力化できるのか調べてみると，測量業務の一部

をドローンやレーザースキャナー，モバイル端末

などのデジタル機器を使った３次元化によって置

き換え，補完されていることが分かった。 

今回は，設備費用が少額である簡易型ＩＣＴの

モバイル端末を操作してみて，どのようなメリッ

トやデメリットがあるのか実証してみた。 

 

４ モバイル端末を使った３次元測量 

(1)モバイル端末とトータルステーションを使っ

た測量の手順 

（スライド 8～12） 

まず，３次元測量アプリとトータルステーショ

ンによる測量の手順について説明する。 

①標定点と検証点を設置する。 

・評定点とは，地上の特定位置を，写真測量後

のデータに位置情報を与えるための点であり，

撮影範囲を囲むように４点を設置する。 

・検証点とは，評定点を使用して座標を付与さ

れた３次元データの精度(平面位置と高さ)を

確認するために使用される点であり，標定点

で囲んだ範囲内に２点以上設置する。 

②設置した標定点と検証点の座標をトータルス

テーションで計測する。 

③計測対象をモバイル端末に搭載されている

LiDAR 機能で撮影しながら計測する。 

・LiDAR 機能とは，「光による検知と測距」を行

うもので，レーザー光を対象物に照射し，そ

の反射光が戻ってくるまでの時間をもとに，

対象物までの距離や方向を測定する機能で，

iPhone や iPad の上位モデルにより計測する

ことができる。 

次に，計測可能範囲と距離については， 

・今回使用した３次元測量アプリの計測範囲は

400 ㎡で，長辺が 40ｍ程度までが推奨され，

写真測量ではあるが距離が長くなると誤差を

累積してしまい精度が悪くなる。 

④モバイル端末の LiDAR 機能で取得した点群と

撮影した画像データをアップロードする。 

・３次元測量アプリのサーバーに転送し，点群

を合成しながら撮影画像の処理を行い３次元

点群データを生成する。 
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簡易型ＩＣＴを活用した測量の実証について 
⑤座標付与・精度確認 

・生成された点群データに座標を付与し，変換

後にモバイル端末で取得した検証点の座標と

真値の較差を確認 

⑥点群処理 

・保存した点群データを出力後，点群データ処

理ソフトウェアで解析し，面的な出来形を求

める。 

 

(2)着工前測量実施後におけるモバイル端末測量

の精度実証 

（スライド 13～14） 

現在発注している，令和４年度県単治山施設修

繕事業(垂水市浜平中村地内)において，一部でモ

バイル端末による測量を行った。 

着工前測量に当たっては，請負者が既に工事区

域全体をドローン(UAV)による計測を行っており，

モバイル端末測量により計測した横断形がどの程

度違うのか実証してみた。 

この現場の斜面上部は急な斜面で，歩行して撮

影するモバイル端末測量は困難であることから，

斜面下部で比較的緩やかな箇所を選定し実施して

みた。 

斜面上部のドローン(UAV)で撮影したデータと，

斜面下部のモバイル端末測量結果をつなぎ合わせ

たものとなるが，重ねてみると大きな誤差がない

結果となり，モバイル端末での測量精度が高いこ

とが確認された。 

 

(3)県単治山施設修繕事業計画地におけるモバイ

ル端末測量の実証 

（スライド 15～22） 

次に，これから県単治山施設修繕事業を計画し

ている大崎町持留東地内において，モバイル端末

による計測により，測量と図面作成が省力化にな

るのか実証してみた。 

まず，崩壊斜面を含めた撮影範囲については，

地山線を計測する必要があるため，撮影の支障と

なる繁茂している植生の刈り払いや風倒木の処理

については全面を実施する必要があり，植生の刈

り払いは３時間，風倒木の玉切りと測量区域外へ

の移動に４時間となった。これまで実施してきた

トータルステーションによる測量では，測点方向

について支障がある範囲だけの刈り払い作業と違

い，労力と時間が必要となった。 

今回の撮影した写真枚数は 372 枚で，点群デー

タをクラウド上に保存するための時間が 45 分と

なったが撮影時間は６分程度で完了し，当現場で

は測量にかかる作業時間は大幅に短縮することが

できた。メーカーによるとおおむね１回当たりの

撮影枚数は 500 枚程度で完了しないと，サーバー

への転送時間がかかるためネットワーク環境が整

った場所で行うことが推奨されるようである。 

次に，生成された点群データに座標を付与した

後，取得した検証点について座標の精度確認を行

った。 

トータルステーションで座標計測した値とモバ

イル端末による地上写真測量との誤差は，座標値

Ｘで最大 30mm，座標値Ｙで最大 41mm，座標値Ｚで

最大５mmと，いずれも出来形計測時の測定精度±

50mm 以内となっていた。 

次に，保存した点群を点群データ処理ソフトウ

ェアに取り込み，図面を作成したが，３次元点群

データであることから，どのような角度でも自在

に現場の状況を確認でき，測点から崩壊した斜面

や修繕したい箇所の方向を選定し，横断の点群抽

出を行うことにより，高速で図面を作成すること

ができた。 

点群の間隔である計測密度は，国交省ＩＣＴ活

用工事の手引きにある 0.25 ㎡当たり１点となる

ように，また，繁茂した植生を考慮し，最下部の

点群を抽出するように設定すれば，概ね 50 ㎝間

隔で作成される。 

この点群データ処理ソフトウェアで作成した横

断面図を，使い慣れた手持ちの CAD ソフトウェア

に取り込むことができるため，図面作成にかかる

作業時間は１時間程度となり,この現況の地山横

断面図をもとに，法切等の計画線を入れれば実施

図面が完成することとなる。 

 

(4)モバイル端末測量にかかる費用 

（スライド 23～26） 

最後に費用について，モバイル端末により測量

が可能なアプリや測量した点群データの処理が可

能なソフトウェアは，たくさんのメーカーがある

が，それぞれ３社を選定し比較してみた。 

まず，３次元測量アプリについて，メーカーに

より色々な料金形態があるが，モバイル端末購入

の初期費用からランニングコスト等を含めた５年

間の概算費用は，複数の衛星から正確な位置情報

を取得できる測量機器が付属されない安価な料金

形態で 1,435,000 円からとなっており，年間で

287,000 円とランニングコストが必要となってく

る。 

次に，点群データ処理ソフトウェアについて，

料金形態はメーカーにより月額・年額・購入とあ
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簡易型ＩＣＴを活用した測量の実証について 
り，ランニングコスト等を含めた５年間の概算費

用は，安価な料金形態で 1,030,000 円となってお

り，年間で 206,000 円となる。 

モバイル端末に係る費用をまとめてみると， 

３次元測量アプリと点群データ処理ソフトウェア

を含めた最も安価な製品の組み合わせで，年額で

493,000 円になることが分かった。 

 

５ まとめ 

（スライド 27～29） 

今回，簡易型ＩＣＴであるモバイル端末を活用

した測量を実証した結果をまとめると，メリット

としては，座標精度の確認結果から測量の精度が

高いことが分かった。 

次に，モバイル端末で現場を撮影しているため，

図面を作成する際は撮影画像を確認しながら，測

点から崩壊した斜面や修繕したい箇所の方向を選

定するだけで，容易に縦横断面図を作成すること

ができた。 

次に，現場によって色々と条件が違うが，今回

の大崎町の現場では，測量や図面作成において，

作業時間の短縮が図られた。 

昨年度の県単治山事業での測量と図面作成の実

績では，１現場当たり 27 時間程度を要している

ことを報告したが，今回のモバイル端末による実

証では９時間となり，特に図面作成においては，

短時間で正確な図面を作成できる結果となった。 

次に費用の面については，従来の測量・図面作

成方法よりも，モバイル端末測量を利用した方が

安価となることが分かった。 

現在の測量・図面作成方法を金額に換算するた

め，仮に，昨年度の測量実績により測量・設計業

務の基準日額で経費を算定した場合，１現場当た

り 178 千円程度となるが，モバイル端末とソフト

ウェア等の購入費用を当管内の昨年度現場数で除

した値と，今回のモバイル端末を活用した測量実

績で算定した値の合計で 141,000 円程度となり，

１現場当たり 37,000 円安価となった。 

デメリットとしては，崩壊斜面を含めた測量範

囲内について，支障となる雑竹木や植生が繁茂し

ている場合には，事前に伐採や玉切りを行い測量

区域から移動させるなどの必要がある。今回の大

崎町での現場では，小面積であったことから，ト

ータルでみると作業時間が短縮されたが，面積が

広くなるほど従来よりも多くの労力と時間を費や

すこととなる。 

次に，モバイル端末測量では，現場を撮影しな

がら測量することとなるため，歩行ができない急

傾斜地においては，測量することができない。 

最後に，今回の実証で県単治山施設修繕事業等

の小面積においては，簡易型ＩＣＴであるモバイ

ル端末を活用した測量の有効性が確認できたが，

測量範囲内の刈り払い作業や伐採作業に関しては

課題が残る結果となった。 

今後は，各現場にあったＩＣＴの活用を積極的

に進めていきたい。 

今回の実証に当たり，御協力頂いた請負者及び

メーカーの方々に改めてお礼を申し上げ私の発表

とする。 
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治山施設の維持・管理と長寿命化対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姶良・伊佐地域振興局 農林水産部 林務水産課  本 村 大 志

1 はじめに 

【スライド１～４】 

 近年，地球温暖化など気候変動による集中豪雨

が全国的に多く発生している。 

 「雨の降り方の変化」に関する国土交通省の資

料によると，昭和 51年から令和４年における，時

間雨量 50mm 以上の短時間降雨の発生件数が増加

傾向となっており，直近 10 年間は年平均 328 回

で 37 年前に比べて約 1.5 倍に増えている。 

 さらに，当管内は，鹿児島空港周辺を中心にシ

ラス地帯が拡がっており，雨に弱い土質であるこ

とから，山地崩壊や土砂流出の被害が例年，梅雨

期と台風期を中心に発生している。 

 山地災害の復旧や予防のために治山事業を実施

している一方で，既設の治山施設においては，風

雨や地震等の影響を受け，構造物の損傷や土砂崩

壊等により，治山施設としての機能が低下してい

る現場が年々増えていく。 

 今回，管内の治山施設修繕事業等の施工箇所に

おいて修繕等が必要となった要因等を分析すると

ともに，今後，治山施設の長寿命化を図るための

設計及び維持・管理等について検討を行ったので

報告する。 

 

２ 治山施設個別施設計画 

【スライド５】 

 国において，平成 25年に「インフラ長寿命化基

本計画」が策定された。これは，道路，鉄道，港

湾，空港などの産業基盤や水道，学校等の生活基

盤，治山治水といった国土保全のための基盤など

あらゆる基盤をインフラとして捉え，国や地方公

共団体が一丸となって戦略的に維持管理・更新等

を推進するための計画である。 

 この基本計画に基づき，国の各省庁，地方公共

団体は行動計画を策定することとされ，林野庁に

おいては，平成 26 年にインフラ長寿命化計画が

策定された。 

 さらに，個別具体の計画として，個別施設計画

を策定することとされ，本県においては，令和 

２年度に各地域振興局･支庁ごとに治山施設個別

施設計画が策定され，当振興局においても令和 

３年３月に個別施設計画を策定した。 

 個別施設計画は，治山施設の点検・診断により

データを収集，整理した上で，対象施設を選定し

施設毎に講じる対策を記述している。 

 

【スライド６】 

 施設の点検により健全度評価を行っており，評

価区分は健全度Ⅰ～Ⅳまであり，健全度の数字が

大きくなるほど損傷等が大きくなり，健全度Ⅲ，

Ⅳについては，特に損傷の度合いが大きいもので，

対策が必要となる。 

 

【スライド７】 

 これが，当管内の個別施設計画で，項目を一部

抜粋したもので，施設の場所，施設の諸元，施設

の現況，計画，実績等が記載されている。 

  健全度と保全対象の重要性等を勘案し，管内 

３市１町で 23地区 28 の施設について修繕等を行

う計画となっている。 

 

３ 調査地の概要 

 個別施設計画に基づき，令和３年度以降治山施

設修繕事業等を実施した現場の調査を行った。 

 

【スライド８～13】 

 ① 伊佐市 大口曽木 佐野地区 

 住宅地に近接する山腹斜面で，昭和 47 年度と

平成 19 年度にコンクリート土留工と山腹工を施

工している。 

 土留工の背面は傾斜が約 40 度のクヌギ林であ

り，令和２年に斜面が崩壊した。山腹上部に宅地

があり，その流下水と山腹内の表面水により山腹

崩壊が生じたと考えられる。 

 被災時の写真で分かるように，土留工自体には

異常はなかったので，その上部山腹の復旧を行っ

た。 

 復旧工法としては，モルタルマット張工を採用

した。布製型枠を山腹斜面に設置し，モルタルを

注入するもので法面の保護と上部からの流下水及

び表面水処理を兼ねている。モルタルの平均厚さ

が約 10cm で，24cm 間隔で水抜フィルターを配置
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治山施設の維持・管理と長寿命化対策について 
している。 

 

【スライド 14～18】 

 ② 伊佐市 大口宮人 長迫地区 

 社会福祉施設の敷地の下方に隣接する山林であ

り，平成 13 年度にコンクリート土留工と山腹工

を施工した。 

 令和２年の豪雨により，施工区域の一部とそこ

に隣接する山腹斜面が崩壊し下流の田へ大量の土

砂が流出した。 

 崩壊した山腹と下流への土砂流出状況は写真の

とおりで，土砂崩壊の主な原因は上部の施設用地

からの流下水と考えられる。 

 土留工自体には異常はなく，その上部山腹の復

旧を行った。通常の盛土山腹工で，積苗工，木柵

工と植栽を行った。上部敷地からの排水は土塁工

を施工し，山腹内の水路に導水した。また，地下

水についても，崩壊した箇所の谷部に暗渠工を施

工し土留工まで導水している。 

 

【スライド 19～25】 

 ③ 姶良市 蒲生町米丸 井手平地区 

 令和元年度にコンクリート土留工とモルタル吹

付工，山腹工を施工した箇所において，令和２年

の豪雨によりモルタル吹付工の下部の山腹が洗掘

され，下流に土砂が流出した。 

 被災時の写真で分かるように，モルタル吹付面

の下部が高さ約２ｍにわたり洗掘された。 

 土留工自体には異常はなかったので，モルタル

吹付面の下側にコンクリートを封入した繊維マッ

トを敷設して洗掘面の保護を図り，さらにＵ型水

路を施工した。コンクリート封入マットはコンク

リートキャンバスと呼ばれており，特殊配合のコ

ンクリートと繊維質の布地からなる厚さが５mm

の複合材料で，敷設後に散水することで硬化する。

このコンクリートキャンバスの法尻部にＵ型トラ

フを施工し，土留工まで導水した。 

 現地調査の結果，コンクリートキャンバスとモ

ルタル吹付面はシーリングされており，水漏れ等

は確認されなかった。 

 

【スライド 26】 

  以上の３現場と今年度施工中の山畑地区の現場

における被災要因と工事概要等をまとめた表であ

る。 

 主な被災要因は，施工地上部にある敷地からの

流下水が４件中３件で最も多く，次いで施工地の

表面水と湧水で，いずれも構造物の劣化等による

ものではなく，排水施設がもともと設置されてい

ない山腹施工地及び周辺地の土砂が崩壊し下流へ

流出したものであった。 

  被災の規模や工法の違いにより，工事費に大き

な差があるが，山腹工事面積当たりの工事費では

１㎡当たり 26 千円～43 千円の範囲にあった。ま

た，修繕に掛かった工事費を既設施設の新設から

修繕までの年数で割った金額を，年間維持費とし

た場合，69千円から 1,328 千円となる。井出平地

区の工事費は最も低いが，維持費として考えると

最も費用が高くなる。 

 

４ 調査結果のとりまとめ 

 修繕工事を行った現場及び現在施工中の現場の

調査結果から，施設の長寿命化を図るための対策

について検討を行った。 

 

【スライド 27】 

(1) 治山工事の計画・設計に関する事項 

 

①上部からの流下水について 

 流量が多い場合，土塁工等で水を１箇所に集め

て山腹内の水路に導水する。また，場合によって

は，山腹内には導水しない。モルタル吹付面では

雨水は全て表面水として流下するので，吹付面積

が大きい場合は，その下部へ水路工の設置，跳水

防止版の設置などが有効と考えられる。 

 

②湧水について 

 現在施工中の山畑地区においての例で，土留工

計画位置の周辺からの湧水が確認されたため，検

討の結果，コンクリート土留工を篭枠土留工に変

更した。通常，設計時に湧水の現地確認は行うが，

床掘時に湧水が確認されることもあるので，適宜，

篭枠工やフトン篭，暗渠工や栗石工等の排水対策

を取ることが重要と考える。 

 

③工事区域等について 

 山腹の崩壊が，既設の治山工事区域の周辺部や

工事区域に挟まれた工事未施工区域で発生してい

るケースがみられたことから，工事区域の取り方

や切土法面と地山との擦付部の設計に留意する必

要があると考えられる。例えば，山腹の崩壊区域

だけでなく，周辺部の地形や地質等を調査した上

で，工事区域を拡げたり，あるいは，切土断面が

大きい場合，地山との擦付部の法長が長大になり

崩壊源となる可能性もあるため，勾配を緩くした

り，小段を設けたりすることが挙げられる。 
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【スライド 28～29】 

(2) 施設の維持・管理，修繕等に関する事項 

 

 治山事業は，毎年度計画的に実施しており，当

然，施設数は増加していく。一方，コンクリート

構造物や山腹工は，豪雨等の気象上の影響を受け，

経過年数とともに施設としての健全度は通常低下

する。 

 よって，施設の維持･管理，修繕等は単に継続す

るだけでなく一層強化していく必要がある。 

 治山施設は，完成後，土地所有者に譲渡される

が，排水施設の排土や植栽木の手入れなど簡易な

管理については，所有者が行うことを原則として

いる。しかし，高齢化や不在村化等の問題もあり，

所有者だけで維持・管理を継続することは困難な

状況になってきている。 

 そこで，引き続き，治山事業と施設の維持管理

の必要性について理解を求めつつ，市町や地域住

民，地域防災ヘルパー等との連携を図り，現場の

情報共有や維持・管理の協力をもらうよう働きか

け，連携体制を定着させることが重要であると考

える。 

 また，個別施設計画を基本として施設の更新等

を図るが，新たに設置された施設や当初の計画に

なかった施設についても，点検等による情報収集

を行い，健全度と保全対象の位置等を確認し，計

画を随時，見直していく必要がある。 

 中長期的なトータルコストの縮減を図るために

は，構造物の損傷や土砂崩壊・流出が軽微である

早期段階の予防的な修繕等を行うことが効果的で

あり，また，事業に着手するまでの応急措置など

被害拡大防止対策を取ることも重要である。 

 さらに，最近は，人家裏の治山施工地にある立

木伐採をしてもらえないかとの問合せがある。土

留工背面の盛土山腹部には，通常，落葉高木のク

ヌギやヤシャブシを植栽しているが，植栽樹種を

低木や常緑樹にし，伐採や管理の負担を軽減する

などの対策も今後検討していく必要があると考え

る。 

 

５ 最後に 

 最後に，治山工事の施工により，維持･管理して

いく施設は年々増えていくが，個別施設計画と施

設の点検履歴等を基に，引き続き，現状の把握と

データ蓄積に努め，災害に強い治山施設の設計と

適切な維持･管理により治山施設の長寿命化を図

っていきたいと思う。 
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効率的な森林整備に向けた林道の開設について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島地域振興局 農林水産部 林務水産課  福 永 隆 太

1.はじめに 

(スライド１～４) 

当管内では，鹿児島市旧松元町の南部に位置す

る松元南部地区において，効率的な森林整備や木

材輸送を目的に「林道 横見谷線」を開設している。 

横見谷線は，計画延長 5,650m の本線と併せて，支

線３路線を一体的に整備する計画とし，平成 22 年

度から開設を開始，現在の本線進捗率が 87％，支

線は，３路線のうち２路線が開設済みで，１路線

が今後開設予定としている。 

 森林整備の実施状況は，森林整備計画面積

224ha に対し 191ha 実施され，実施率は 85％で，

計画的に森林整備が進められている。 

 また，森林資源の充実に伴い，主伐が増加して

いるが，全ての主伐箇所で再造林が実施され，持

続可能な林業経営を目指した，森林資源の循環利

用が行われている。 

 

2.横見谷線の開設に至った経緯 

(スライド５～６) 

 当時の松元南部地区は，会社有林や生産森林組

合等が所有する森林が面的にまとまっている地域

であったが，森林整備に必要な路網整備が進んで

いない状況で，特に幹線となる林道は，開設年度

が昭和 30年と古く，規格や構造が当時のままで，

効率的な森林整備に必要な路網整備が課題となっ

ていた。 

路網整備の課題を踏まえ，松元南部地区の生産

森林組合や林業事業体が主体となり，持続可能な

林業経営を目指した効率的な森林整備に必要な路

網を整備するため，「松元南部地区森林整備・木材

生産推進協議会」を発足，「横見谷線」の開設要望

が提出され，協議会会員や鹿児島市，県と一体と

なって，路線計画を策定している。 

 

3.路線計画 

(スライド７～８) 

計画線形は，既設林道や既設作業道を利用し，

地形や地質を踏まえ，林内へアクセスしやすい計

画とし，本線を木材生産や森林整備が効率的に実

施できる位置に配置，支線は，本線からの木材生

産や森林整備が効率的に行えない森林の区域をカ

バーするために，３路線計画している。 

開設効果を，路網から森林までの到達距離で見

ると，開設前は，特に効率的な作業が可能とされ

る 200m 以下の森林が利用区域の１割であったが，

開設後は，利用区域の８割を超え，効率的な森林

整備が期待される計画となっている。 

 

4.継続的な協議会 

(スライド９～11) 

これまでの林道開設に当たっては，現地条件を

踏まえ，森林所有者等と調整を行い，路線計画を

策定しているが，開設工事が開始されると，森林

所有者等との協議の場がなくなり，供用開始区間

の活用実態や改善要望などを調整する機会がない

状況であった。 

一方で横見谷線では，供用開始区間の活用実態

や改善要望などを調整するため，協議会会員や鹿

児島市，県の林道担当者，森林総合監理士と一体

となって，毎年，協議会で意見交換を実施してお

り，効率的な森林整備に向けた林道開設に伴う 

３つの課題が抽出され，次のとおり課題解決に向

けた検討を行った。 

 

5.課題の検討 

(1) 取付道の構造検討 

(スライド 12) 

横見谷線は，既設林道等を有効利用し林内へア

クセスしやすい計画としているが，開設する林道

と既設作業道が寸断される場合があり，その場合，

林道と既設作業道を接続する取付道を計画するこ

とで，林内へのアクセスを可能とし，計画当時の

林業機械や既設作業道の幅員を踏まえ，幅員２ｍ

～2.5ｍの取付道を計画していた。 

(スライド 13～14) 

開設当初，使用されていた林業機械は，ウイン

チ付きグラップルが３～４ｔクラスのベースマシ

ン，フォワーダが３ｔ以下クラスと，機械幅が 

２ｍ以下の小型機械が使用されており，幅員２ｍ

～2.5ｍの作業道が開設されていた。 

一方で，現在，使用されている林業機械は，ウ
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インチ付きグラップルやプロセッサが９～13ｔク

ラスのベースマシン，フォワーダが５ｔクラスと，

機械幅が 2.5ｍ程度の中型林業機械を使用してお

り，幅員３ｍの作業道を開設している状況である。 

(スライド 15) 

開設当初と現在を比較すると，森林資源の充実

に伴う大径材の増加等により，使用される林業機

械が大型化し，林業機械の走行に使用される作業

道の幅員が３ｍとなっている。 

そのため，当初計画していた取付道の幅員と実

際に使用される作業道の幅員が異なるため，取付

道の構造を変更する必要があった。 

また，林業機械の大型化に伴う安全性の確保，

効率性の向上を図るため，両方向から侵入が想定

される箇所の林道と取付道の接続方向の検討が求

められた。 

(スライド 16) 

協議会での改善要望や課題を踏まえ，取付道の

構造を変更し，幅員３ｍで施工している。 

また，協議会会員の意見として，木材の積込み

作業等で取付道までトラックの進入が想定された

ため，地形などの現地条件を踏まえ，切土量など

の経済性を考慮し，２級林道の最小曲線半径であ

る 12ｍで林道との接続方向を両方向に施工して

いる。 

取付道の構造を再検討したことで，協議会会員

が使用する林業機械等に対応した構造となり，効

率的な森林整備が可能となっている。 

 

(2) 土場の確保 

(スライド 17～18) 

間伐等により搬出された木材の仕分けや集積場

所となる土場は，協議会会員の意見や森林整備計

画，既設作業道の位置を踏まえ，本線に３箇所，

支線に４箇所，配置している。 

また，横見谷線は既設林道等を有効利用してい

るが，一部平面線形を変更した箇所では，既設林

道用地を土場として活用できるよう，土場の確保

に配慮した計画としている。 

(スライド 19～20) 

開設当初の木材輸送は，搬出された木材をまと

めて原木市場に輸送していたが，現在の出荷事例

を見ると，新たな木材の供給先となる木材加工施

設や木質バイオマス発電施設，港を経由した需要

先など，供給先の選択肢が多様化し，各供給先へ

直送している。 

各供給先へ直送するにあたり，供給先が求める

径級等に土場で仕分ける必要があり，仕分け作業

や集積する土場が不足している状況であった。 

(スライド 21) 

協議会での改善要望や課題を踏まえ，当初計画

時点で土場として活用できるよう配慮していた既

設林道用地の位置などを，協議会会員に情報提供

している。 

情報提供した結果，作業道開設に併せて簡易な

改良を行い，土場として活用されている。 

(スライド 22～23) 

また，既設林道用地等を検討した上で，土場が

不足する場合は，現地条件を踏まえた検証を行い，

新たな土場の設置を検討した。 

検証方法は，地形やトラックへの積込み作業が

可能などの現地条件を踏まえ，新設土場の位置を

仮定し，既存土場とそれぞれのフォワーダの運搬

効率を効果検証した。 

フォワーダの積載量を５㎥とし，積込み，積下

しの所要時間を８分，運搬時間を時速５kmで算出

し，１時間当たりの木材運搬量を比較したところ，

運搬効率が 1.7 倍となり，効率的な森林整備が見

込まれる検証結果となった。 

協議会会員との協議を重ね，地形等の現地条件

等による効果検証を行い，新たに土場を設置して

いる。 

既設林道用地の活用や新たな土場を設置するこ

とで，協議会会員が求める効率的な森林整備や多

様化した供給先に対応する仕分け作業等が可能と

なっている。 

 

(3) ２号支線の延伸検討 

(スライド 24) 

横見谷２号支線は，幅員 3.6ｍの林業専用道で，

本線の中間位置を起点に，既設林道を有効利用し

た線形で，既設林道終点までの延長 1,780ｍ，利

用区域西側の森林整備を実施するため，重要な支

線として計画している。 

 

(スライド 25) 

開設開始から 13 年経過し，利用区域内の森林

整備が計画的に実施されているなかで，利用区域

外の周辺森林所有者の森林整備の意欲が高まり，

利用区域外の森林所有者等から，現在の利用区域

の奥地に位置する森林整備を実施するため，２号

支線を延伸してほしい旨の要望が，今年度の協議

会に提出され，２号支線の計画内容の再検討が開

始された。 
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(スライド 26～27) 

要望は，既設林道終点までの突っ込み線形とし

ていた２号支線を，新たに森林整備を実施したい

区域を通過し，その先の市道へ取り付け，連絡線

形とする内容となっている。 

２号支線が連絡線形となることで，既存利用区

域（特に２号支線の現計画の終点区域の森林整備）

の木材輸送の効率化が図られる。 

また，延伸した場合の開設効果を，路網から森

林までの到達距離で見ると，延伸前は，特に効率

的な作業が可能とされる 200ｍ以下の森林が追加

区域の３割であったが，延伸後は，追加区域の全

域となり，新たに追加される区域の路網から森林

までの到達距離が改善され，効率的な森林整備が

期待される計画となる。 

２号支線の延伸検討については，協議会におい

て，具体的な線形検討及び現地踏査を計画してお

り，周辺森林所有者等と調整の上，検討を進めて

いくこととしている。 

 

6.考察 

 (スライド 28～29) 

実際に使用されている林業機械に応じた取付道

の構造変更や，仕分け作業等に必要な土場を確保

するために既設林道用地の情報提供や新たな土場

の設置，利用区域外の森林所有者等の意見を踏ま

た２号支線の線形を見直す検討を進めるなど，協

議会と連携して林道開設を進めることで，効率的

な森林整備に向けた課題解決が可能となる。 

協議会と連携した林道開設のスキームは，協議

会会員の意見を踏まえたニーズに応じた林道計画

の策定（Plan），林道開設工事及び開設工事の進捗

を随時提供し，計画的な森林整備の実施（Do），協

議会で森林整備における林道開設効果の検証と課

題を抽出（Check），課題解決に向けた計画の見直

し及び開設工事へ反映（Action）されることで，

PDCA サイクルによるニーズに応じた効率的な森

林整備に向けた林道が開設されている。 

 

7.今後の展開 

(スライド 30) 

横見谷線開設工事完了後も協議会を継続してい

く方針で，森林整備における新たな課題の抽出や，

抽出された課題解決に向けた検討を行い，必要に

応じて林道改良事業を実施するなど，引き続き

PDCA サイクルによる効率的な森林整備に向けた

林道の質の向上を図ることとしている。 

 

(スライド 31～32) 

また，これまでの横見谷線の事例を踏まえ，松

元地域の横見谷線以外の７路線の既設林道につい

て，協議会会員から「いずれも開設年度が古く，

幅員や路面状況により効率的な森林整備につなが

っていない路線があり，検討が必要」などの意見

がある。 

そのような松元地域全体の既設林道についても，

活用実態を調査・共有し，幅員や路面などの改良

事業の検討を進めることで，地域全体の路網整備

水準を向上させ，効率的な森林整備に向けた取組

を行うこととしている。 

(スライド 33) 

横見谷線の協議会と連携した林道開設における

地域全体の路網整備水準の向上や効率的・計画的

な森林整備を踏まえ，今後，開設路線の林道計画

に当たっては，継続的な協議会の設置を検討する

など，他の地域へ波及させていき，効率的な森林

整備に向けた林道開設を行っていきたい。 
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１ はじめに 

 令和２年７月２日 18 時から降り始めた雨は，

３日の昼前から断続的に激しい雨となり，夜には，

薩摩半島の西の海上で発達した雨雲が線状に連な

って東へ進み，薩摩，大隅地方を中心に大雨とな

った。【スライド２】 

 県内の各地で土砂災害，低地での浸水による人

的・物的被害が発生した。 

 今回は，管内の治山関係で最も被害規模の大き

かった「長島町獅子島立石地内」の被災状況から，

災害関連緊急治山事業で実施した復旧計画の検討

内容とその結果を検証したので報告する。 

【スライド３】 

  

２ 被災地の概要 

 施工地は，県北西部にある出水郡長島町獅子島

の南東部にあり，八代海に流入する渓流内に位置

する。【スライド４】 

 下流には，立石集落，町道獅子島線及び獅子島

港立石地区がある。 

 また，被災箇所の渓流内には，昭和 58年度に谷

止工が整備され，その上流部には，林道立石線が

通過している。【スライド５】 

 被災状況は，山腹崩壊により発生した土砂が渓

流の狭隘部に積み重なった倒木によって不安定な

状態で堆積し，さらに，土砂の一部は，昭和 58 年

度既設谷止工を越えて，下流の立石集落，町道獅

子島線及び海岸部まで流出した。 

 崩壊原因は，豪雨時の雨水が表層と不透水層と

の間に多量に進入したことが要因となり，林道立

石線の法面上部から滑落及び剥落性の崩壊を引き

起こし，さらに，崩壊により発生した土砂が下流

へ流れ出た際に，周辺の渓岸部が浸食されたもの

と考えられる。【スライド６】 

 左上の写真は，崩壊の起点となった林道立石線

の法面上部と林道立石線の被災状況。 

 右上の写真は，渓流内の狭隘部に倒木が積み重

なり，その上に不安定土砂が堆積している状況。 

 左下の写真は，昭和 58 年度既設谷止工の満砂

状況。 

  

右下の写真は，立石集落付近及び町道獅子島線

への土砂流出状況。 

  

３ 復旧計画の検討 

 復旧計画は，渓床内に不安定土砂が多量に堆積

し，さらに，既設谷止工は満砂しているため，今

後の豪雨等により，堆積した約 11,000m3 の不安定

土砂が下流へ流出するおそれがあることから，渓

流内に新たに谷止工を２基整備することとし，不

安定土砂の移動と下流への流出抑制等について検

討した。【スライド７】 

 No.１谷止工の計画位置は，既設谷止工の下流側

において，渓流の地形等から不安定土砂を効果的

に抑止し，堤の根入れ及び袖部の突っ込みを確保

出来る位置を選定した。 

 計画勾配は，隣接する平成 22 年度既設谷止工

の計画勾配を参考に 5.0%とし，堤の高さは，計画

位置で貯砂量が 6,570m3 となる 14ｍとした。 

 No.２谷止工は，治山技術基準に基づき，No.１

谷止工の計画勾配線に合わせて堤の根入れが確保

でき，十分な貯砂量を確保可能な位置とし，計画

勾配は，No.１谷止工と同様に 5.0％で計画し，堤

の高さは，計画位置で4,593m3となる14ｍとした。 

 これにより，２基の合計で 11,163m3 と不安定土

砂を十分に捕捉する貯砂量を確保した。 

【スライド８】 

 No.１谷止工を重力式コンクリートで設計した

場合，天端延長 49ｍ，天端幅３ｍ，コンクリート

量 3,235m3 と，極めて大規模な構造となる。 

なお，No.２谷止工は，天端延長 43.5ｍ，天端幅 

３ｍ，コンクリート量 2,311m3 となる。 

 これにより，土工量を算出した結果，２基の谷

止工で約 4,370m3 の残土が発生する。 

 獅子島には，多量の残土を一度に処理すること

が困難なため，島外への持ち出しを検討する必要

がある。 

 また，コンクリート施工の場合，製造プラント

が１つしかないため，施工の工程上，工期の短縮

が困難であることから，施工が長期になることが

懸念される。 

  

30



令和２年梅雨災における治山対策について 
そこで，残土の発生を抑え，施工期間の短縮を

図ることを目的として，砂防ソイルセメント工法

を活用した治山ダム工を検討した。【スライド９】 

 砂防ソイルセメント工法とは，現地発生土とセ

メント及び水を現場内で攪拌混合し，ブルドーザ

や振動ローラー等の重機によって敷均し・転圧を

行い，砂防施設等の構築や地盤改良に活用する工

法であり，本県の治山事業での施工事例は確認出

来なかったが，全国的に広く普及し砂防事業をは

じめ治山事業での実績も多く，信頼度の高い工法

である。【スライド 10】 

 No.１谷止工を砂防ソイルセメント工法により

設計した場合，天端延長 49.5ｍ，天端幅 3.7ｍ，

内部材の必要量 4,664m3 となる。 

 なお，No.２谷止工は，天端延長 44ｍ，天端幅

3.7ｍ，内部材の必要量 3,446m3 となる。 

 また，耐摩耗性等を確保するための外部保護材

が必要なため，今回は，外部保護材としての採用

実績が高い SBウォール工法により検討した。 

【スライド 11】 

 SB ウォール工法とは，砂防ソイルセメント工法

等により構築した堤体内部材の耐摩耗性等を向上

させるため，上流側に軽量鋼矢板，下流側にコン

クリートブロックの外部保護材を用いる工法であ

る。【スライド 12】 

 さらに，施工時の安全対策として，多量の不安

定土砂が上流部に堆積しており，豪雨等により土

石流化し流下するおそれがあるため，No.２谷止工

の上流部に土石流待受工を設置することにした。 

 土石流待受工は，設置の際に地山の改変が少な

く，施工性に優れ，土石流待受工としての実績の

高い，柔構造待受工を採用した。 

 柔構造待受工は，流下する土石に対して柵部が

効率よく変形することで，移動土石等の衝撃エネ

ルギーを吸収し、安全に捕捉する構造である。 

【スライド 13】 

 これまでの検討内容を整理すると重力式コンク

リートは，従来工法として最も普及した形式であ

るが，現地発生土による残土処理が必要となる。 

 砂防ソイルセメント工法は，内部材に現地発生

土を流用することで残土量を抑制することが可能

になる。 

 また，構造の安定性は，コンクリート同様に，

外力に対して中詰材の重量で安定を図っている。 

 構造特性は，重力式コンクリートは，構造物の

安定性，耐久性等に対して，信頼性の高い構造形

式である。 

 砂防ソイルセメント工法は，内部材が硬化体で

あることから，構造体としての信頼性は高いと考

えられる。 

 施工性は，重力式コンクリートは，コンクリー

ト打設にかかる作業工程上，工期の短縮が困難で

あり，施工規模が大きくなると，施工に長期間を

要する。 

 砂防ソイルセメント工法は，一般的な施工の場

合，特別な施工機械や施工技術を要せず，連続施

工が可能なため，コンクリートと比べて工期の短

縮が図れる。 

 以上の復旧計画の検討結果を基に，事業を実施

した。【スライド 14】 

  

４ 事業の実施 

【スライド 15】事業の実施に要した事業費は

449,070 千円で，主な工種は，谷止工２基，土石流

待受工 20.0ｍ，工事用道路の仮設道 360.0ｍであ

る。 

【スライド 16】施工地の全景で谷止工２基により，

渓床内に堆積している不安定土砂の移動と土石流

による渓床，渓岸の縦浸食及び横浸食を防止し，

渓床の安定と両岸山脚の固定を図っている。 

【スライド 17】No.１谷止工の全景で天端延長

49.5ｍ，堤高 14ｍにより，不安定土砂の移動を防

止し，下流への土砂流出の抑止を図っている。 

【スライド 18】No.２谷止工の上流からの全景で，

渓床が安定し,貯砂量が確保されている状況であ

る。 

【スライド 19】No.２谷止工の全景で天端延長 

44ｍ，堤高 14ｍにより，不安定土砂の移動を防止

し，下流への土砂流出の抑止を図っている。 

【スライド 20】土石流待受工の全景で延長 20ｍ，

柵高 3ｍにより，施工時の安全対策を図った。 

【スライド 21】多量の不安定土砂が上流部に堆積

している状況である。 

【スライド 22】崩壊の起点となった林道立石線の

上流からの全景である。 

  

５．経済比較 

 今回の施工方法と通常のコンクリートを使用し

た場合の現地発生土を比較したところ，残土量は

No.１谷止工で 1,005m3，No.２谷止工で 337m3 

多くなったが，内部材に使用する土量が No.１ 

谷止工で 1,109m3，No.２谷止工で 1,289m3 合わせ

て 2,398m3 不足するため，他工事からの発生土を

流用することができた。【スライド 23】 

施工日数を通常のコンクリートを使用した場合

と比較したところ，No.１谷止工で 125 日間， 
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No.２谷止工で 90日間の工期短縮となった。 

【スライド 24】 

 経費を通常のコンクリートを使用した場合の直

接工事費で比較したところ，縮減額は No.１谷止

工で 13,440 千円，No.２谷止工で 8,380 千円，合

わせて 21,820 千円となり，コンクリート使用時よ

りも約１割のコスト縮減効果が図られた。 

【スライド 25】 

 なお，コンクリートの直接経費には，残土搬出

経費等は含まれない。 

 

６．まとめ 

 今回，砂防ソイルセメント工法を採用すること

により，現地発生の残土量の抑制，施工期間の短

縮及びコストを縮減し，効率的･効果的な施工が図

られた。 

 これらの現地材料を有効に活用することは，円

滑な工事進捗に有効であることが検証されたので，

現場条件に応じた種々の課題を克服しながら積極

的な活用を図って行きたい。 
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海岸防災林とは 

【スライド１～２】 

海岸防災林とは，風害や潮害などから，農地や

居住地を守るため，人工的に造られてきた樹林で

あり，海岸沿線に樹林帯を造成することで，風力

を弱め，潮害や飛砂から，地域の生活環境を保全

する重要な役割を担っている。 

そのため，植栽する樹種の選定や配置が重要と

なる。 

 

種子島の海岸防災林における植栽樹種の変遷 

【スライド３】 

種子島の海岸防災林造成は昭和 30 年頃から本

格的に始まり，クロマツを主林木とし，アキグミ

等の肥料木と混植を行ってきた。 

 その後，昭和 45 年頃から潮害に強く生長の早

いモクマオウを導入し，前線林にモクマオウを植

栽してきたが，モクマオウのみでの前線林造成に

は，前線部の生長が悪く，幼齢時は高濃度の塩分

により高い確率で枯損被害が発生することや， 

30 年生以降に衰退が始まり，著しい風害枯損が生

じるなどの問題があった。 

 

【スライド４】 

 そのため，平成 20 年度から前線林の最前線部

にオオハマボウを導入してきており，令和３年度

以降は，外来種であるモクマオウの植栽をやめ，

前線林はオオハマボウのみで造成している状況に

ある。 

 

研究の目的及び内容 

【スライド５】 

  今回，オオハマボウ導入後，一定期間が経過し

ており，新たに導入したオオハマボウの現在の生

育状況を明らかにし，オオハマボウ導入後の現在

の効果及び課題を整理することを目的として調

査・検討したので，その結果を報告する。 

 

オオハマボウを導入した理由 

【スライド６】 

  平成 21 年度の治山林道研究発表会において発

表された種子島の「海岸防災林造成におけるオオ

ハマボウ導入の一考察」では，オオハマボウを選

定した理由として，①種子島に自生している在来

種であること，②生育条件の厳しい海岸に生育し，

高い耐潮性を有していること，③樹高は４～12ｍ

に達し，葉付きがよいことをあげている。 

 また，当時行った自生するオオハマボウの現地

調査では，海岸砂地でも生長すること，内陸側に

なるに従い，樹高が高くなる林型を形成すること

を確認し，高い防風効果が期待できるとしている。 

 

オオハマボウの造成イメージ 

【スライド７】 

 オオハマボウ導入時の造成イメージを段階的に

示すと，まず植栽時に木製防風工を設置し，前線

林の生育を促す。植栽数年後には初期成長の早い

モクマオウが生育し，防風効果を発揮する。さら

に数年後には，モクマオウに遅れて，オオハマボ

ウが生育し，内陸側へ向かい，徐々に樹高が高く

なる林帯を形成することに伴い，後方のモクマオ

ウがさらに高くなり，防風・防潮などの効果の向

上が図られ，永続林が成長していく。 

 

【スライド８】 

  また，木製防風工が腐朽するなどにより，最前

線の防風効果がなくなった場合や，モクマオウが

衰退した場合でも，オオハマボウによる防風効果

が維持されることをイメージしている。 

 

調査地 

【スライド９】 

 調査地は，平成 26 年度以降に植栽を行った南

種子町中之下無田汐入地内，中種子町納官上松原

地内，中種子町野間松原山地内の３箇所を選定し

た。 

 

調査の方法 

【スライド 10】 

 調査方法は標準的な生育状況が把握できるよう

標準地を設定し，根元径と樹高の測定を行った。 
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調査地の概要（無田汐入地内） 

【スライド 11～13】 

  南種子町無田汐入地内では，砂丘造成地の後方

に高さ２ｍの木製防風工を設置し，その後方に植

栽(0.14ha)を行っている。 

  植栽配置は 100m2 あたりオオハマボウ 80 本，

肥料木としてアキグミ 20 本を均等に植栽してい

る。 

 

現地写真【無田汐入】 

【スライド 14～15】 

 無田汐入地内の２年生の調査地では，昨年度 

２月頃に植栽し，約５ヶ月経過した状況で，調査

したオオハマボウにはピンクのテープを巻いてい

る。 

 同地内の３年生の調査地では，オオハマボウの

樹高は平均で約 0.7m であった。 

 

調査地の概要（上松原地内） 

【スライド 16～18】 

  中種子町上松原地内では砂丘を造成し，木製防

風工を設置することで，植栽木が生育しやすい環

境を整備しており，後方に植栽(0.43ha)を行って

いる。 

  植栽配置は前線にオオハマボウ，その後方にモ

クマオウを配置し，100m2 あたりオオハマボウ 

50 本，モクマオウ 36本を植栽している。 

 

現地写真【上松原】 

【スライド 19～20】 

 上松原地内の５年生の調査区では，平均樹高は

約 1.0m であった。 

 上松原地区で最も生育が良好だった６年生の調

査区では，平均樹高は約 1.9m であった。 

 

調査地の概要（松原山地内） 

【スライド 21～22】 

  中種子町松原山地内では上松原地内と同様，砂

丘を造成し，木製防風工を設置して植栽(0.76ha)

を行っている。また，植栽地の間には管理道を設

けている。 

植栽配置は中種子町上松原地区と同様である。 

 

現地写真【松原山】 

【スライド 23】 

 松原山地内の 10年生の調査区では，樹高が 

５ｍを超えるオオハマボウも確認出来，平均樹高

は約 4.7m に達しており，平均根元径は 7.5cm で

あった。 

 

調査結果【測定数】 

【スライド 24】 

  調査地毎の測定本数は，無田汐入地内が２調査

区で 142 本，上松原地内が６調査区で 256 本，松

原山地内が 12調査区で 16 本となった。 

 なお，松原山地内では，林齢が８～10年生とな

っており，根元から横枝が複数発達し，林内の移

動が困難であったことから，調査可能な本数のみ

を測定した結果となっている。 

 

調査結果【生存率】 

【スライド 25】 

  調査区毎に生存率を見ると，77 から 98％と多

少ばらつきはあるものの，全体の平均としては，

植栽時の本数が 440 本に対して，生育本数が 

398 本で，生存率は 90％となっており，海岸砂地

でも良好な活着を示していた。 

 

調査結果【根元径】 

【スライド 26】 

  林齢別に平均根元径を見ると，２年生で約

1.6cm だった根元径は，10 年生で 7.5cm まで生長

し，根元径は年々大きくなっている。 

 

調査結果【樹高】 

【スライド 27】 

  林齢別に平均樹高を見ると，２年生で約 0.6m で

あった樹高は，10 年生で約 4.7m になり，樹高も

年々高くなっている。 

 

調査結果【樹高と根元径の関係】 

【スライド 28～29】 

  無田汐入地内の樹高と根元径の関係を示した散

布図を見ると，林齢が２から３年生と若いことも

あり，樹高と根元径の生育状況に一定の関係性が

見られる。 

 同様に上松原地内の散布図を見ると，林齢が 

５から６年生では，樹高と根元径の関係性が弱ま

り，生育状況に差が生じていることが分かる。 

 これは生育が進むにつれ，枝が複数に分かれて

いくことで，生長速度に個体差が生じ始めるため

と考えられる。 

 

考察 

【スライド 30～32】 

 現地調査の結果から，オオハマボウの生育状況
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を整理すると，生存率は，平均 90％であり，海岸

砂地でも良好に活着していた。根元径は，植栽後，

順調に生長し，10年生では，平均 7.5cm まで大き

くなっていた。樹高は，生長速度はモクマオウに

劣るが，10 年生では約 5.0m に到達していた。枝

葉は，根元で複数の分枝が確認され，横枝も発達

している。また，常緑小高木であり，葉付も良好

であった。 

 こうした生育状況から，オオハマボウは複数の

横枝が発達し，葉付きが良好で，樹冠の広がりが

ある樹種であると判断され，防風・潮害防備・飛

砂防備といった防災林の機能を発揮していると考

える。 

 また，オオハマボウの後方に植栽した，前線林

のモクマオウの樹高は，4.0 から 8.0m，永続林の

抵抗性マツの樹高は 1.5 から 4.5m と，林齢が上

がるにつれて，順調に生育していることを確認し

た。 

 調査結果及び考察を踏まえると，オオハマボウ

を導入した当初のイメージどおりの生育状況とな

っており，植栽後 10年経過し，前線林としての機

能を発揮しつつあると思われる。 

 また，オオハマボウのみで前線林を造成した無

田汐入地内においても，今後の樹高生長は見込め

ると考える。 

 

課題 

【スライド 33～34】 

  今回の調査を踏まえた課題は次のとおりである。 

①今後の保育管理のあり方 

 現時点ではオオハマボウを導入して 10 年余り

が経過したに過ぎず，今後，年数の経過により，

どのような林分が形成されていくのか，生育状況

調査を継続し，本数調整伐の導入など保育管理の

あり方について検討していくことが必要と考える。  

 

②モクマオウによる被圧 

 モクマオウに隣接する最後列のオオハマボウは，

張り出したモクマオウの枝葉で被圧され，横方向

に生長した樹形となっている。最後列のオオハマ

ボウについては，全般的にこの傾向が認められ，

今後の樹高生長が見込めるか懸念されるため，対

策として，ある時点で隣接するモクマオウの除伐

を実施する必要があると考える。 

 

おわりに 

【スライド 35】 

 今回の調査では２年生から 10 年生のオオハマ

ボウ造成地を調査した。まだ生育途中ではあるも

のの，防災林としての機能を発揮しつつあること

を確認することが出来た。 

 今後も，継続して調査を実施し，種子島の海岸

防災林の機能が持続的に発揮されるよう取り組ん

でいきたい。 
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南大隅町役場 建設課  粢 田 拡

1 はじめに 

（スライド 1、2） 

 南大隅町は、人口約 6,400 人・総世帯数 

3,153 世帯、本土最南端に位置する「佐多岬」や、

大河ドラマのオープニングに使用された「雄川の

滝」などの観光資源を有する海・山に面した自然

豊かな町となっている。町の面積は約 21,000ha、

このうち 78％が森林である。基幹産業は、農林水

産業が主力となっている。 

 

（スライド 3、4） 

本町の組織体系図は、教育委員会を除き、 

計９つの課で組織されており、非常災害時の災害

対策本部の設置や運営等は総務課が統括し、私が

所属する建設課は「町道・農道・林道・港湾」を

所管している。 

本町の管理している林道路線数は、旧根占町が

９路線約 40.0 ㎞、旧佐多町が４路線約 14.0 ㎞合

計で約 54.0 ㎞に及ぶ林道を管理しており、林道

は、森林整備のための用途は勿論のこと、町民の

生活用道路として地域の重要なインフラ施設とし

て役割を果たしている。 

 

2 現在の林道維持管理について 

（スライド 5、6） 

 本町における維持管理の流れは、施設点検・確

認については職員による定期巡回によるほか、嘱

託職員や町民からの情報提供によるものがある。   

施設点検の結果、排水施設の機能回復や法面等

の補修、沿線の刈払いが必要な場合は、建設業者

やシルバー人材センターに委託を行っているのが

現状である。定期巡回については、ポイントを同

じ点検項目で確認できるよう起点から概ね 500ｍ

毎に杭を設置し、定点での点検・記録を行ってい

る。これにより、職員全員が同じ項目でパトロー

ルを実施することが可能になる。定点での写真撮

影は、工事黒板アプリ「蔵衛門」を使用しており、

このアプリは撮影箇所の黒板を保存ができる為巡

回時に撮影する際大変便利なアプリとなっており、

私が入庁後２年目の時より取り入れている。 

 

 

3 課題のまとめ 

（スライド 7、8） 

施設の維持管理に係る予算については、近年増

加傾向となっている。令和３年においては、「イン

フラ長寿命化計画」の実行に伴い、林道橋２橋の

メンテナンスが発生したため、通常の維持管理費

は一時的に減少したものの、ここ５カ年間は増加

の傾向にある。 

 

（スライド 9） 

 グラフは、町内おける人口推移の状況をまとめ

た「折れ線グラフ」である。 

1965年時点では、約21,000人の人口あったが、

2020年時点では約７割減の6,400人台にまで減少

している。前回の国税調査では、「人口の減少率」

と総人口に占める「65歳以上の人口割合」が、県

内で最も高い市町村という結果が示されている。 

これらのことから、今後の労働人口の減少など

への対策が重要な課題の一つとなっている。 

 

（スライド 10） 

 次に自然災害に関する課題がある。近年、局地

的な集中豪雨が増加し、各地に被害をもたらして

おり、気象庁の統計データで見ると「時間雨量 

50 ミリ以上」の年間発生件数が右肩上がりになっ

ている。このため、これまで以上に未曾有の災害

発生が危惧されている。 

 

（スライド 11） 

このように、人口減少や高齢化に伴い、今後の

労働者の確保や、税収減による予算確保が困難に

なることが懸念される。役場職員においても、多

様化する地域のニーズに限られた人員で対応して

いくことが求められる。ここ数年町民の方々から

の要望は多くなっており、現時点での建設業者と

シルバー会員数では期限内の解決が難しくなって

いる。これらに対し、本町では「体制の強化」が

喫緊の重要な課題となっている。 
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4 課題解決へ向けた取組について 

（スライド 12） 

本町では、課題解決へ向け「支援体制の充実」、

機械化等による「作業の効率化」、職員自らが対応

できるような「人材の育成」を行っている。この

３つを相乗的に進めることで課題解決に向け前進

している。 

 

☆支援体制の充実に向けた取組 

（スライド 13、14、15） 

１つ目が、「大規模災害時の応急対策に関する協

定」である。この協定は、社会貢献活動の一環と

して地元の有志企業 15 社で組織する南大隅町建

友会の協力により締結している協定である。この

協定により、大規模災害の発生時に、①被災地の

情報収集②倒木等の除去及び応急措置③河川等の

決壊による住宅地等への浸水があった場合の排水

ポンプの提供や人的支援等の協力が得られる。昨

年の台風 14 号災害発生時も、風倒木の処理等で

多大なる協力をいただいた。 

（スライド 16、17） 

２つ目が、「公益社団法人 B＆G財団」との災害

時相互支援の協定である。B＆G財団では、①子ど

も・子育て支援②防災と防災復興③海と環境④健

康と生きがいづくり⑤コミュニティ再生と町づく

りの５つを柱に「地域活性化と地方創生」の推進

を目的としている。 

本年６月９日に本町と協定調印を行った。この

協定は B＆G 財団が全国に 100 カ所の拠点を整備

する目標で取り組んでおり、県内では天城町に次

いで２例目となる。本協定では、「防災拠点の設置

及び災害時相互支援体制構築」事業の一環として、

災害発生時の緊急対応・避難所運営に必要な防災

倉庫の整備、油圧ショベルやダンプ、救援艇等の

機材整備のほか、災害現場で役立つ実践的な研修

などの費用について、B＆G財団が助成を行うとと

もに、将来的に周辺自治体との災害時相互応援協

定の締結などの支援体制づくりが目的である。こ

れらは令和４年から６年までの３年間で 

約 5,400 万円の助成をいただくこととなっている。 

 

（スライド 18、19、20、21） 

助成事業によって、これまでに配備された機材

等のひとつは，油圧ショベルである。本庁舎及び

支所に各１台ずつ配備された。崩壊土砂やがれき

の撤去作業で使用される。次にスライドダンプで

ある。こちらも各１台ずつ配備されており、資材

や重機等の運搬の際に使用する。そのほかの配備

品は、災害用仮設トイレ、救援艇、ライフジャケ

ットのほか、防災倉庫が完備された。配備品のう

ち、油圧ショベルやスライドダンプについては災

害発生時のほか、日頃の林道の維持管理にも積極

的に活用していく予定である。令和５年８月現在

ハード面の部分についてはほとんど完了した。 

 

5 資格取得について 

（スライド 22、23） 

 本町での独自の取り組みとして、冒頭の課題に

もあった人材育成の一環で、平成 31 年３月から

職員互助会による「資格等取得費用助成制度」が

開始された。これにより、大型又は中型自動車の

運転免許、大型特殊や建設車両系の免許取得に係

る費用の一部助成が受けられる。職員の資格取得

状況は、車両系建設機械 19名、大型特殊１名、中

型自動車２名取得しており、現場での更なる活躍

が期待される。私事であるが、今年度、資格取得

を一番の目標にしており、現在大型特殊自動車を

取得済みである。今後さらに大型自動車、建設機

械の免許を取得予定である。 

 

6 これからの維持管理について 

（スライド 24、25、26） 

 職員による施設点検・確認後の作業であるが、

ハード面・ソフト面が充実してきたことにより、

労働人口や予算の減少が見込まれる中、業務の一

部を職員のマンパワーで対応できるようになった。

これは、免許を取得している職員が実際にタイヤ

ショベルを用いて、林道沿線の下草を回収してい

る状況の写真である。建設課職員 14 名のうち 

５名が資格を有しており、小規模な修繕や崩土除

去等を職員自ら行うことができる。 

 

7 おわりに 

（スライド 27、28） 

 近年、梅雨前線や台風等に伴う自然災害が増加

している。今後、本町が取り組むべき課題はまだ

まだ多いが、災害への備えや、新たな施設管理体

制を構築していくことで、ひいては町民の生命・

財産を守ることができる。今年は、平成５年８月

６日の水害（８・６水害）から 30 年目の節目とな

る。今回の発表を通じて、今後の施設管理の在り

方や災害への備えについて、あらためて考え、認

識することができた。今後は、更に技術を研鑽し、

諸先輩方からの指導や、地域振興局からの助言、

地域住民の方の声を参考に「公助」の役割を果た
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せるよう業務に取り組んでいきたいと思う。 

（スライド 29） 

 今回の発表に際し、御協力いただきました方々

にこの場を借りて感謝申し上げ、私の発表を終わ

らせていただきます。 

 ご清聴ありがとうございました。 
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姶良・伊佐地域振興局 農林水産部 林務水産課  松 島 美 弦

１ はじめに 

【スライド１～４】 

林道は，森林の適正な整備及び保全を図り，効

率的かつ安定的な林業経営を確立するために必要

不可欠な施設である。 

また，地域住民の通行や物資の運搬，公道が被

災を受けたときの代替路等，山村地域の交通路と

して，大きな役割を果たしている。 

 林道の整備にあたっては，このような林道の役

割が十分に発揮されるように適切に対応していく

ことが重要である。 

 しかし，近年，梅雨前線や台風等の異常気象は

激甚化・頻発化し，姶良・伊佐地域においても，

毎年のように林道災害が発生し，地域振興に支障

が生じている。 

姶良・伊佐地域では，昨年度，７路線 11箇所が

被災を受け，過去 10 年間において 32 路線 51 箇

所が被災を受けている。 

 今回，姶良・伊佐地域における林道の現況と被

災箇所の傾向を調査し，今後の課題等をとりまと

めたので報告する。 

 

２ 調査地域の概要 

２－１ 姶良・伊佐地域の概要 

【スライド５】 

 姶良・伊佐地域は，県本土の中央部に位置し，

姶良市，伊佐市，霧島市，湧水町の３市１町で構

成されている。地質は，天降川・川内川水系を中

心に，災害に脆弱なシラスが分布し，山岳部は安

山岩質が占めている。 

 

２－２ 管内の林道の現況 

【スライド６】 

 当管内の林道は，211 路線，延長 506,353ｍで，

内訳は，姶良市が 40路線，延長 100,301ｍ，伊佐

市が 47路線，延長 132,028ｍ，霧島市が 94路線，

延長 199,862ｍ，湧水町が 30路線，延長 74,162ｍ

となっている。 

 

 

 

３ 調査の目的・方法 

【スライド７～10】 

当地域において，林道の現況と災害履歴を踏ま

え，今後どのように林道の点検と維持管理を行っ

ていくべきか，現状における課題を明らかにする

ため，調査を実施した。 

 はじめに，当地域における林道災害発生箇所を

把握するため，林道台帳では経過表を使用し災害

履歴を調査した。 

査定説明表資料では，起点からの距離で位置を

把握し，また，復旧工法を調査した。 

復旧計画概要書では，被災写真で被災箇所の調

査を行った。 

調査範囲は，平成 25年～令和４年の 10年間に

発生した林道災害発生箇所とした。位置図の赤い

ポイントは被災箇所の位置を示している。 

 調査項目は，開設年度，被害形態，地質，開設

年度から災害発生年度までの経過年数，路面状況

を調査した。 

 

４ 調査結果 

【スライド 11～12】 

この表は，平成 25 年から令和４年における林

道災害の一覧表である。 

今回調査した範囲では，開設年度は 1971 年から

1980 年に開設した路線が最も多く，次いで 

1980 年から 1990 年に開設した路線が多い結果と

なった。 

開設年度の調査により，開設から災害発生年度

までの経過年数を算出すると，グラフのとおり，

30年から 50年の間が最も多い結果となった。 

 

【スライド 13】 

被災形態別では，被災形態を，路肩，法面，路

体・路面に分けて調査したところ，路肩の被災が

64％と一番多い結果となった。 

 

【スライド 14～15】 

災害発生箇所を地質図に落とし，地質を調査す

ると，主に火山岩類，第四紀，四万十層群の３つ

に分類され，被災箇所の地質別では，あまり差が
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ないものの，四万十層群が多い結果となった。四

万十層群は主に，砂岩，頁岩，チャート等が複雑

に重なり合った地層で地層の形成時に変形を受け

ており，割れ目が発達している場合が多いため崩

壊が発生するのではないかと考える。 

 

【スライド 16】 

法面及び路体・路面については，過去 10年間に

おける箇所数が少ないため，考察するには対象期

間を今回の対象期間より，さらに過去の災害履歴

を調査する必要がある。路肩については，スライ

ドのグラフのとおり 30 年以上経過した林道で災

害が発生しており， 30 年以上経過している林道

は，被災をうけやすいのではないかと考える。 

 

【スライド 17】 

被災箇所の舗装別では，舗装がほとんどだが，

これは，当管内の林道は連絡線形が多く，大型車

両等の交通もあり，舗装率が 75.7％と，県平均の

69.9％を上回っているからだと考える。 

 

【スライド 18】 

諸先輩方の研究において，舗装や構造物の経年

劣化により被害を受けやすくなることは，明らか

であるが，今回調査し，当管内においても同様の

結果となった。 

調査結果により，路肩の被災が一番多いことか

ら，今後の対策を検討するため，路肩の被災箇所

の考察を行った。 

 

５ 被災箇所の考察 

【スライド 19～20】 

令和元年６月 30 日から７月４日にかけての梅

雨に伴い被災した，霧島市国分に位置する蓑掛線

である。 

 起点から 970.0ｍ付近で被災し，被災延長は

10.0ｍで，査定事業費 3，201 千円，復旧工法はコ

ンクリートブロック積工である。 

 最大 24 時間雨量は 270.0 ㎜，最大時間雨量は

43.0 ㎜である。 

被災要因は，想定以上の雨が降ったことにより，

盛土が飽和状態となり被災したと考えられる。ま

た，被災箇所は施工から 20 年以上経過しており，

盛土部が経年劣化していたことも一つの要因だと

考えられる。 

 

 

 

【スライド 21～22】 

令和２年７月３日から７月６日にかけての梅雨

に伴い被災した，霧島市福山町に位置する中崎線

である。 

 起点から 2,550.0ｍ付近で被災し，被災延長は

26.0ｍで，査定事業費 22，902 千円，復旧工法は

大型ブロック積擁壁工である。 

 最大 24 時間雨量は 204.0 ㎜，最大時間雨量は

28.0 ㎜である。 

被災要因は，林道上流側からの路面水及び山腹

からの湧水により，舗装のクラックに侵入し被災

したと考えられる。 

 

【スライド 23～24】 

令和３年７月９日から７月 10 日にかけての豪

雨により被災した，伊佐市菱刈に位置する池田線

である。 

 起点から 450.0ｍ付近で被災し，被災延長は

60.0ｍで，査定事業費 21,947 千円，復旧工法は補

強土壁工である。 

 最大 24 時間雨量は 500.0 ㎜，最大時間雨量は

88.0 ㎜である。 

被災要因は，路面水が被災箇所に流入したこと

による地山の崩壊だと考えられる。 

 

【スライド 25～26】 

令和４年７月 15 日から７月 20日にかけての豪

雨により被災した，姶良市上名に位置する，飛野

１号線である。 

起点から 3,700.0ｍ付近で被災し，被災延長は

51.0ｍで，査定事業費は 71，925 千円，復旧工法

は大型ブロック積擁壁工である。 

最大 24 時間雨量は，182.0 ㎜，最大時間雨量は

46.0 ㎜である。 

被災要因は，２級河川山田川が増水し，流速が

早くなったことにより，既設 L型擁壁の根が洗掘

され大規模な崩壊を起こしたものである。 

また，渓流からの土砂の流出により被災箇所の

横断溝が閉塞しオーバーフローした水が既設 L型

擁壁の根を洗掘したことも一つの要因だと考えら

れる。 

 

【スライド 27】 

以上の考察により，路肩の主な被災要因は， 

①枝葉や土砂等により溜枡等が閉塞し，雨水が越

流したことによる被災。 

②路面水が，路肩の低い箇所に集中し，地盤を軟

弱化し，被災。 
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③河川の増水により根を洗掘され被災。 

以上の３つが主に被災した要因と考えられた。 

そこで，今後の防災減災対策につなげていくた

めに，各要因の未然防止対策を検討した。 

 

６ 未然防止対策の検討 

【スライド 28】 

被災要因①の溜枡等の閉塞については，姶良市

が実施している手作りのスクリーンをモデルに，

排水工呑口の手前にスクリーンを設置する。 

②の路面水については，排水施設の見直しをす

る必要があるのではないか。 

③の河川の増水については，大型土のう等を設

置するなど基礎部の洗掘防止対策を行う。 

以上の対策が考えられた。 

 

【スライド 29～30】 

被災要因３つのうち，最も多かった要因は①の

溜枡等の閉塞による被災である。 

この対策について，実際に実施している姶良市

にどのような効果が得られているのか，聞き取り

を行った。 

聞き取りの結果，今まで溜枡に直接流入してい

た枝葉や土砂等がスクリーンを設置したことで，

スクリーンが枝葉等を捕捉し，溜枡にたまったも

のを取り除く労力の削減が図れたと回答をいただ

いた。 

 

７ アンケートの実施 

【スライド 31～32】 

省力化が図れている姶良市をモデルに管内の他

市町へ対策を周知するにあたり，日常の点検・パ

トロール時の内容を把握するため，当管内の各市

町にご協力いただき，維持管理の頻度や点検項目

についてアンケートを実施した。 

アンケートの内容は，巡視パトロールと維持管

理の２項目についてである。 

主な内容としては，パトロール・維持管理を行

っている実施主体，頻度や優先順位について，ア

ンケートを行った。 

 

８ アンケート結果 

【スライド 33】 

アンケートの結果，パトロールの頻度は月に 

１回以上実施しており，実施主体は主に市の職員

によるパトロールであった。 

パトロールの優先順位については，優先順位に

ついて「あり」と回答された市町については，利

用頻度や被災実績，保全対象がある林道を優先し

て行っている回答となった。 

維持管理については，崩土等の除去や，排水施

設の清掃，路肩の補修等が主な内容となっており，

方法としては，建設業者や林業事業体に委託して

行っていた。また，維持管理の優先順位について

は，主に利用頻度が高い路線を優先して行ってい

る回答となった。 

このアンケートの結果から，効率的かつ経済的

な維持管理を図るため，姶良市が実施しているス

クリーンによる対策の，現地研修会を計画してい

る。 

また，幅広く情報収集を行うため，点検表を作

成し，林道を使用する林業事業体等に点検を行っ

てもらうための体制構築を図っていきたいと思う。 

 

９ 最後に 

最後に，各市町におかれては，限られた予算や

職員の中，維持管理を行っていただいているとこ

ろだが，林道施設の機能を持続的に発揮していく

ためにも未然防止対策の提案内容を各市町に情報

共有し，災害に強い林道づくりを目指していきた

い。 
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１ はじめに 

【スライド１】 

近年の林道災害復旧事業の事例から，ブロック

積擁壁について，設計は間知ブロックだが，施工

承諾により大型ブロックを施工している箇所が多

数あったことから，大型ブロックを復旧工法とし

て適用できないか検討した。 

 

２ 管内における近年の林道災害発生状況 

【スライド２～８】 

近年，気候変動により，短時間強雨の発生回数

が増加するなど，全国各地で山地災害を誘発する

ような極端な降水が発生しており，北薩管内でも

令和２年は７月４日に，令和３年は７月 10 日に

線状降水帯が発生し，甚大な被害をもたらした。

例年４，５箇所だった林道災害だが，令和２年は

26 路線 47 箇所，令和３年は 27 路線 48 箇所の被

害が発生し，県内で発生した林道災害の過半数を

占めた。令和２年から４年に発生した管内の林道

災害の被害形態を「路肩崩壊」，「法面崩壊」，「舗

装」，「地すべり」の大きく４つに分類すると，一

番多かったものが路肩崩壊で，77件となっており，

その割合は 50％を超えていた。なお，この件数は，

被害箇所１箇所で複数の被害形態のものもあるた

め，延べ件数である。被害形態として一番多かっ

た路肩崩壊だが，その復旧工法は通常の盛土・土

羽で仕上げるものが一番多く，ついで２番目が構

造物で復旧するブロック積擁壁となっており，そ

の割合は２割を超えていた。 

 

３ 近年の災害復旧の事例 

【スライド９】 

復旧工法として割合の高いブロック積擁壁だが，

設計は間知ブロックである。林道の災害復旧は管

理主体である市町村への補助事業が主となるが，

現地での指導監督や完成確認検査の際，ブロック

積擁壁について，施工承諾により大型ブロックで

施工されていることが判明した。その件数は 17 件

中 14 件と８割を超えていた。施工承諾した事業

主体担当者に理由を聞き取ると，大きく２点あっ

た。１点目が間知ブロックを詰めるブロック工が

いない。２点目が省力化・工期短縮が図れるとの

ことであった。 

 

４ 発表内容について 

【スライド１０】 

今回は，このようにブロック積擁壁について，

設計と実態が乖離していることを踏まえ，大型ブ

ロックを復旧工法として適用できないか検討をお

こなった。内容は①間知ブロックについて②大型

ブロックについて③北薩管内におけるブロック工

の状況について④間知ブロックと大型ブロックの

比較⑤まとめである。 

 

５ 間知ブロックについて 

【スライド１１～１５】 

間知ブロックは，一般的に 40cm×30cm の長方形

で控えが 35cm のコンクリート２次製品を，人力

により１つ１つ積んでいき，裏型枠を設置後，胴

込コンクリート・裏込めコンクリートの充填を行

う。完成後の形は通常，控え長 35ｃｍ，裏込めコ

ンクリート 20ｃｍとコンクリート部分は計 

55ｃｍとなる。昭和 30 年代以降使用されてきた

間知ブロックだが，特徴として・｢小さなブロック

を人力で据え付けるため，施工に時間がかかり，

技術や経験を必要とする｣・｢裏込めコンクリート

が必要なため，型枠設置，生コン打設，埋め戻し

作業が必要となる｣・｢１日の施工サイクルで段取

りを変える内容が多く，工程が多い｣・｢日々のコ

ンクリートの養生等に多くの時間がかかる｣とい

ったものが挙げられる。つまり，｢技術，経験を積

んだ熟練工（専門のブロック工）が必要｣・｢人手

がいる｣・｢時間がかかる｣といった特徴がある。写

真のようにくさびを使用し勾配や高さ等を調整し

ながら施工を行うが，このことからも技術・経験

等が必要なことがうかがえる。 

 

６ 大型ブロックについて 

【スライド１６～２７】 

大型ブロックについて，管内ではいくつかのメ

ーカーの商品が使用されていたが，大きく２つの

タイプに分かれていた。１つめが，ブロック１個
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当たりのサイズが 0.5ｍ2 で控え長が 35ｃｍ，裏

壁がないもの。２つめが，ブロック１個当たりの

サイズが 1.0ｍ2 で控え長が 55ｃｍ，裏壁がある

ものであった。治山林道必携では，ブロック質量

4,600kg 以下，控え長 50cm 以上が大型ブロック積

と規定されているが，今回はブロックサイズ 

0.5ｍ2，控え長が 35ｃｍ，裏壁がないものも通常

の間知ブロックと比較し，便宜的に大型ブロック

としている。 

まず，１つめのタイプだが，ブロック１個当た

り 0.5ｍ2で控えが 35cm であった。１個当たり 

0.5ｍ2だが，重量が 200ｋｇほどあり，機械によ

る据え付けとなる。このタイプは裏壁がないため，

裏型枠・裏コンが必要となる。１個当たりのサイ

ズが大きく機械施工のため，省力化・工期短縮が

図れる。 

次に２つめのタイプだが，ブロック１個当たり

1.0ｍ2 で控え長が 55cm であった。なお，このタ

イプは裏壁がある。重量は１つめのタイプよりさ

らに重くなり，このタイプも機械による据え付け

である。このタイプの大型ブロックは裏壁がある

ため，裏型枠・裏コンが不要となる。箱状のブロ

ックにコンクリートを充填するのみである。１個

当たりのサイズが大きく機械施工のため，省力化・

工期短縮が図れる。さらに，裏壁により，裏型枠・

裏コン不要となる。間知ブロックで施工する際の

裏コンクリートまで含めて，ブロックで代替され

る。 

過去の施工事例だが，間知ブロックで施工され

た既設ブロック積擁壁が被災したため，施工承諾

により１個当たり 0.5ｍ2 タイプのもので復旧を

行った。しかし，復旧後数年経過して，再び既設

ブロック積擁壁の間知ブロックが被災したため，

今度は施工承諾により１個当たり 1.0ｍ2 タイプ

のもので復旧を行った。写真のように３種類のブ

ロックが並んでいる。 

 

７ 北薩管内におけるブロック工の状況 

【スライド２８】 

北薩管内におけるブロック工の状況だが，林道

災害復旧事業を請負った元請業者に聞き取りを実

施した。以前は自社に間知ブロックを積めるブロ

ック工がいたそうだが，現在は会社に１人いるか，

いないかといった状況であった。そのため，間知

ブロックによるブロック積擁壁を施工するには，

専門のブロック工を下請けとして雇わなければな

らない。しかし，その専門のブロック工も就業者

数の減少や高齢化が進んでいる。統計調査である，

令和３年経済センサスによると，石工・れんが・

タイル・ブロック工の従事者数が鹿児島県全体で

205 名だが，北薩管内では３名となっていた。そ

のため，繁忙期や災害等の突発的な事態への対応

が困難な状況となっていた。 

 

８ 間知ブロックと大型ブロックの比較 

【スライド２９～３０】 

間知ブロックと比較し大型ブロックのｍ2 単価

は約 1,900 円高かった。しかし，間知ブロックと

比較し大型ブロックの日当たり作業量は４倍以上

となっていた。 

経済面，施工面及び労務面の３点についての比

較を表に整理した。まず経済面だが，大型ブロッ

クがｍ2 単価 1,900 円高くなるが，施工面では大

型ブロックの方が作業量は４倍以上となる。また，

施工時の養生を加味すると，施工性の向上により

工期短縮が図れる。実際，施工承諾により大型ブ

ロックで施工した現場は契約工期より早く完成し

ており，標準工期 230 日間だった工事が 162 日間

で完成し，68日間（工期の３割）の短縮が図れた

事例もあった。労務面だが，請負業者は，自社に

間知ブロックを積める専門のブロック工がほぼお

らず，下請けとなる管内の統計上の専門のブロッ

ク工も３名しかおらず，実情として，間知ブロッ

クでの施工はままならない状況となっていた。 

 

９ まとめ 

【スライド３１】 

災害ということで，早期復旧が求められる中，

ブロック積擁壁の施工は，専門のブロック工が確

保出来ないという状況と，施工の省力化・工期短

縮のためということで，設計金額としては請負業

者の負担となる施工承諾という形で大型ブロック

が施工されていた。その負担を解消し，現状のブ

ロック工不足対策そして災害の早期復旧に寄与す

るため，大型ブロックを設計変更の対象として良

いのではと考えた。 

 

１０ 災害復旧事業での大型ブロック適用の

ため，変更フローチャート（案） 

【スライド３２】 

今後の災害復旧事業での大型ブロック適用のた

め，変更フローチャート（案）を作成した。手順

として，受注者発議による協議により，ブロック

工不足が確認された場合，設計変更の対象とする。

確認方法として，協議書に建設業協会等からのブ

ロック工不足が確認できる文章等を添付してもら
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う。また，変更する際は，施工費用を含め，最も

経済的となるものを採用する。なお，ブロック控

え長と裏コンクリートの幅は変更しない。 

 

１１ 設計変更のイメージ 

【スライド３３】 

設計変更のイメージとして，当初，間知ブロッ

クで控え長 35ｃｍ，裏コン 20ｃｍの計 55ｃｍの

場合，同様に控え長 35ｃｍ，裏コン 20ｃｍの 

計 55ｃｍの大型ブロックか，裏壁があり，控え長

が 55ｃｍの大型ブロックとする。 

 

１２ これから 

【スライド３４～３５】 

今回は近年の林道災害復旧事業の事例や管内の

ブロック工の状況から，設計変更の対象として検

討をおこなったが，他県では査定時の復旧工法と

して，適用している事例もあるそうである。今後

は，管内だけでなく，県内のブロック工の状況や

様々なメーカーの大型ブロックの種類を調査し，

査定時の復旧工法として検討していきたい。 
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大島支庁 農林水産部 林務水産課  野 尻 孝 記

1. はじめに 

【スライド１～２】 

奄美群島は，鹿児島市から約 400 ㎞の海上に位

置し，奄美市笠利町から与論町まで南北約 200 ㎞

の範囲に連なる島々で構成されており，令和３年

７月には奄美大島と徳之島の一部が世界自然遺産

に登録されるなど，多種多様な動植物が生息する

自然豊かな群島である。 

大島支庁管内の治山事業では，これまでにその

地域性から自然環境に配慮した工法が様々実施さ

れてきた。 

【スライド３～４】 

治山事業を含めた公共事業においても，各事業

で個別に環境配慮について実施されてきたが，事

業単位でなく，地域全体が一体となって取り組む

共通の指針である「奄美大島・徳之島公共事業に

おける環境配慮指針」が平成 29 年３月に策定さ

れた。 

自然環境や景観などへの影響を低減することを

目的とし，事業実施の際の共通の理念，方針など

を定めた国，県，市町村の共通の指針として策定

され，具体的には事業の計画策定，調査測量設計，

工事施工段階での環境に配慮した対応が必要とな

り，これらに共通するのが県で指定している公共

事業環境配慮アドバイザーの助言等を受けながら

対応するところである。 

【スライド５】 

また，奄美群島特有の景観や地域，集落単位で

守られてきたものがあり，このような地域特有の

要素に関しては，特に配慮が必要であり，これか

ら発表する法面緑化に置き換えると①の「生物多

様性」については，希少な動植物の保護の観点か

ら外国産種子の廃止，④の「景観・自然とのふれ

あい」は緑化による景観，⑤の「環境への負荷の

低減」は木材チップによるリサイクルなどがあて

はまる。 

今回の発表については，自然環境に配慮した工

法の中でも，法面緑化に着目し，吹付法枠工の枠

内吹付について調査を実施した。 

 

 

２．法面緑化の変移 

【スライド６】 

平成 15 年度以前は早期緑化を図るため，外国

産種子を用いた緑化が主流であったが，平成 16年

度からは埋土種子工や樹林化工による吹付などを

試験的に施工してきた。 

平成 20 年度からは試験実証を経て無種子で木

材チップ基材による「植物誘導吹付工」を標準工

法として採用し，現在に至っている。 

採用から約 15 年が経過し，植物誘導吹付工の

各現場での現況等を調査し，今後の課題等につい

て検討，整理した。 

【スライド７】 

植物誘導吹付工とは建設工事などから発生する

根株・幹・枝葉を繊維状に破砕した生育基盤材に

肥料や侵食防止剤を配合したものを法面に吹き付

けて，外部からの種子の侵入によって緑化を図る

工法である。 

島内の建設工事などから伐採木や根株などが再

資源化施設へ持ち込まれた後，破砕機によりチッ

プ化され，１次破砕，２次破砕を行い，15mm 以下

の大きさのチップに選定された後，現場で配合を

行い，吹き付けていく。 

【スライド８】 

配合については，吹付厚３cm の時，基盤材，肥

料，添加剤，侵食防止剤をこの表の数量で配合し

ている。 

【スライド９】 

生育基盤材の基となる木材チップは，本島内に

おいて，主に建設工事などから発生する支障木を

伐採，除根されたものを 100％使用している。チ

ップ化することで再生可能な資源が有効に活用さ

れ，結果的に木材利用の推進が図られている。 

また，地元原料 100%なので，他地域の種子，虫

などの侵入の危険もない。 

  

３．調査箇所及び調査項目 

【スライド 10】 

平成 16 年度に植物誘導吹付工の試験施工で実

施した３箇所の現場と，試験地以外で平成 20 年

以降に施工した 14 箇所を無作為に選定し，合計
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の 17 箇所で法面の被覆状況や基盤材の侵食状況

などを調査した。 

【スライド 11】 

なお，試験施工地の３箇所については，平成 

17 年度の当発表会において，施工後の結果が報告

がされている。報告の中で，緑化については，窒

素飢餓による生育阻害は認められず，帰化植物，

地元種などによる自然侵入植生での緑化が図られ

ていた。被覆率は半年経過で 50％であり，今後も

順調に増加するものと考える。という内容であっ

た。 

【スライド 12】 

調査項目については，法面方向，種子の供給源

となる周辺の林況，目視による全体の被覆率，侵

食状況，植生状況についてとりまとめた。 

 

４．調査結果 

平成 16年度に試験施工した３箇所については，

施工から約 20年経過している。 

【スライド 13】 

奄美市名瀬の現場の写真である。完成直後とそ

の後の経過状況と現在の状況の写真である。 

【スライド 14】 

龍郷町の現場の写真である。 

【スライド 15】 

宇検村の現場の写真である。奄美市名瀬の現場

は草本類の割合は高かったが，部分的であり，施

工全体で見ると，他の２箇所と同じで周囲の状況

に馴染んでおり，リュウキュウマツやハゼノキな

どの樹種が成林し，樹林化が図られている状況で

あった。 

なお，試験地は従来の外国産種子を配合した法

面吹付も行っていたが，同じ遷移の形態をなして

いた。 

【スライド 16～19】 

14 箇所の調査箇所については，平成 30 年度以

前までの施工地は，被覆率 100％となっており，

基盤材が侵食・流出している箇所は全箇所確認で

きなかった。法面の植生状況は周囲の環境状況や

方向などにより被覆状況にバラツキはあったが，

大半がススキなどの草本類が生育していた。木本

類の稚樹も侵入しており，また，部分的にもリュ

ウキュウマツやアカメガシワなどの木本類が生育

していた。 

【スライド 20】 

樹林化が顕著に確認できたのが，平成 22 年の

奄美豪雨災害箇所の施工地である奄美市住用町の

現場である。リュウキュウマツを主体とした樹林

化が図られていることが確認できた。要因として

は，施工地上部，隣接地に種子の供給源であるシ

イ・カシ類の大木が多く生育し，南向きで日当た

りも良い環境であったことが考えられる。 

【スライド 21】 

しかし，施工から２，３年くらいたった施工地

については，被覆率が 100%でなく，緑化に時間を

要している結果となった。 

【スライド 22】 

平成 22 年度災害施工地の近隣の奄美市住用町

の令和３年度と４年度に実施した現場において，

令和４年度における植生の進み具合について目視

により行った。 

青マークが枠内に植生が５本以上確認できた箇

所で，黄マークが１本から５本未満の箇所，赤マ

ークが０本の箇所である。植生結果から， 

令和３年度既設の隣接から植生が侵入してきてい

ることが言える。また，上部については，種子供

給源の樹木が生育していないため，０本の箇所が

多くなっていた。 

 

５．課題及び今後の展開 

【スライド 23】 

 課題としては，更なる早期緑化に向けた検討が

必要だということである。 

調査結果から吹付けて２，３年後には植生があ

る程度被覆してきているが，その間，近年の異常

気象によるゲリラ豪雨などで基盤材が侵食・流出

し，緑化が思うように進まない恐れもある。また，

環境配慮指針の中でも景観についても重要視して

いるように，早期緑化を図るための対応が必要と

考える。 

一番良い方法として，在来種子の吹付があるが，

平成 20 年当時にも在来種子の種苗生産体制の確

保について協議・検討がされていたが，結果とし

て，生産体制が整わず現在に至っており，在来種

子による吹付は困難な状況である。 

【スライド 24】 

試験的に土壌藻類を活用した自然に優しい侵食

防止・自然侵入促進を図る「ＢＳＣ工法」を試行

している。 

ＢＳＣとは，バイオロジカル・ソイル・クラス

トの頭文字を取ったもので，藻類や苔などが地表

面を広がっている状態のことで，植生遷移の最初

の段階で見られる自然現象であり，裸地からＢＳ

Ｃを経て，草本，木本が芽吹き，森林へと遷移し

ていくものである。 

なお，土壌藻類資材である「ＢＳＣ－１」に使

69



奄美地域における法面緑化について 
用されている藻類は無性生殖であり，雌雄がなく，

細胞分裂で増えることから，遺伝子かく乱のおそ

れはない。また，乾燥すると土埃とともに空中に

巻き上がり移動するため，日本全国で生育してい

る。 

【スライド 25】 

施工地は施工当時，法面に無種子の植生シート

を施工していたが，植生状態があまり良好でなか

ったため，その約１年４ヶ月後にＢＳＣ工法を実

施した。現在は，施工後，１年４ヶ月が経過し，

苔が生えて植生も確認でき，飛来種子も侵入しや

すくなっている。 

 このＢＳＣを植物誘導吹付工との組み合わせで

実施すれば，更なる侵入種子を多く受け入れられ，

早期緑化が図られるのではないかと考え，今後も

追跡調査等を行っていき，試験施工も実施してい

きたい。 

【スライド 26】 

また，他にも世界自然遺産に登録されたことで，

環境に配慮した工法についてメーカ各社からの製

品ＰＲもされているところである。それらも試験

施工しながら実用化できるものなどは活用し，更

なる早期緑化を図って行ければと考えている。 

 

６．おわりに 

【スライド 27】 

近年，生態系を活用して，防災・減災の効果を

発揮させ，災害リスクを低減する「Eco-DRR」とい

う考え方が注目されている。森林の持つ山地災害

防止機能などは生態系が災害リスクを低減する機

能そのもので，治山事業による森林の機能の維持・

向上は「Eco-DRR」の取組である。これからも自然

豊かな奄美地域の生態系を守りながら，環境配慮

指針に基づいた治山工事に努めていきたい。 
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林道法面における木製パネルについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大島支庁 農林水産部 林務水産課  有 薗 亜 耶

1. はじめに 

【スライド 2～4】 

 奄美群島は，希少種を含む多様な生物が生息・

生育していることが評価され，2021 年７月に国内

で５件目となる世界自然遺産に登録された。 

当管内の林道事業においては，奄美の自然環境

に配慮した対策に取り組んでおり，法面に張った

ラス金網に在来種の苗を設置し無種子の基盤材を

吹き付ける在来種株植栽併用吹付工，希少野生動

物保護のための，エスケープトラフなどを施工し

ている。 

【スライド 5～10】 

また，木材を有効活用した工法として，木柵工，

編柵工，木製パネルを施工しているところである。 

木柵工は，土羽下に，盛土の安定を図るために

設置するもので，地元奄美産材が活用されている。 

編柵工は，土工時の赤土流出防止を図るため，

切土盛土の法尻から１m 離した部分に設置するも

ので，現地調達した材を活用して設置している。 

木製パネルは，車両等の視距の確保，林道維持

管理経費の軽減，木材の利用促進を図るため設置

している。 

【スライド 11～12】 

 管内における木材生産は，令和元年度の

18,000m3 を境に，令和２年度から生産量，生産額

ともに大きく減少している。これは，令和２年度

にチップ工場が閉鎖したことが主な理由として考

えられる。 

 この状況を踏まえて，林道事業においても地元

奄美の木材の有効利用を図る必要があるため，現

在開設している佐念線において，木製パネルを設

置することとした。 

森林管理道佐念線の概要は，大島郡宇検村佐念

集落北部の県道を起点に名柄地内の宇検中央２号

線に接続する自動車道２級で，主に尾根部を通過

する線形で平成 24 年度から令和８年度を計画期

間として開設事業を実施しており，現在の進捗率

は 71％である。 

 

 

 

2．木製パネルの製作 

【スライド 13～17】 

 奄美ではイタジイやイジュといった広葉樹を用

いて，地元森林組合が木製パネルを製作しており，

広葉樹の都合上，１m×1.5m の規格を採用してい

る。 

木製パネルを製作するにあたり，地元森林組合と

打合せを行った結果， 

・耐久性を確保するため，製材後，半年間程度は 

自然乾燥させること 

・細い材からも取れるよう厚みを８cmとするこ        

 と 

を決定し，木製パネルの製作を行った。 

 

3．木製パネルの劣化状況調査 

令和４年７月に佐念線３工区において設置完了

し，設置から１年が経過したので，木製パネルの

課題を整理するため，劣化状況調査を行った。 

【スライド 18～19】 

 今回の調査にあたってはピロディン貫入試験器

を用いて，設置後３ヶ月おきにパネル上端部・中

央部・下端部における打ち込み深さを測定すると

ともに目視による調査を行った。 

→ピロディン貫入試験 

  径 2.5mm のピンをバネの力で木材に打ち込み，

その貫入深さから腐朽度合いを判断するもので

あり，貫入深 35mm が腐朽の目安とされており，

文献上での耐用限界値は貫入深 33mm とされて

いる。 

【スライド 20】 

ピロディン貫入試験結果のグラフを示す。今回

調査したパネルは最大値が 25mm，最小値が 12mm，

平均値は 14mm 台を推移しており，どのパネルに

おいても 33mm 以下であり，腐朽は確認できなか

った。また設置して１年しか経過していないこと

から貫入深さの変化は見られなかった。 

【スライド 21】 

パネルの状況写真である。左の写真のように健

全な状態と判断できるパネルがほとんどであった

が，右の写真のように部分的な軽度の腐朽が見ら

れるパネルが 100 枚中６枚見られた。 
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【スライド 22】 

過去に木製パネルを設置していた新小勝線にお

いても，現在の木製パネルの状態を確認した。 

【スライド 23】 

平成 17 年度に設置したパネルの写真である。

右の写真が現在のパネルの状況で，一部の部材が

腐朽しており，ボルトの鉄筋だけが残っている状

態でパネルの木材は全て朽ち果ててなくなってい

た状態であった。 

【スライド 24】 

平成 20 年度に設置したパネルの写真である。

右の写真が現在のパネルの状況で，部材の一部が

腐朽してなくなっているが，木材は残っていた。 

【スライド 25】 

平成 23 年度に設置したパネルの写真である。

右の写真が現在のパネルの状況で，部材が一部抜

け落ちているパネルもあるが全部材残っているパ

ネルも見られた。 

【スライド 26】 

こちらも平成 23 年度に設置した法面状況の写

真である。植生が侵入して繁茂しているが木製パ

ネルは残っている状態であり，パネルがあること

により，視距も確保できると考えられる。 

 

4．調査結果 

【スライド 27】 

今回の調査結果では，佐念線については，ピロ

ディン貫入試験では大きな変化は見られなかった。

また，目視調査では，一部のパネルに部分的な軽

度の腐朽が見られた。 

今回は，設置後１年しか経過していないため，

今後は佐念線の別の工区の木製パネルも含め，現

場状況等を踏まえた上で定期的に追跡調査を行い

たい。 

新小勝線の木製パネルでは，設置後十数年で激

しい腐朽や部材の抜け落ち等の状態が見られるが，

設置して 10年程度は，視距の確保，維持管理経費

の削減等一定の効果は発揮されているのではない

かと考えられる。 

 

5．木製パネルの課題及び今後の展開 

【スライド 28～31】 

今回の調査を踏まえて木製パネルの課題として， 

①施工性やコストの問題 

②市町村の維持管理の問題 

が挙げられる。 

施工性やコストの問題については，部材の製材

後，パネル製作まで期間をおく必要があるため，

工事発注の前年度までにパネルの製作を依頼する

必要がある。また，現場においても，100 枚設置

するのにおよそ２週間程度かかり，カーブのある

箇所ではパネル間に隙間ができないよう施工に時

間や手間がかかる。 

この対策として，製材所で出た端材を活用して

簡易的なパネルの製作ができないかと考える。 

現在，端材のほとんどは処分している。これを

活用して木製パネルの代用となるような簡易的な

パネルの製作が実現できれば，地元産材の有効活

用と併せて，製作経費等の縮減にもつながること

から，今後関係者の方々と検討していきたい。 

【スライド 31～36】 

二つ目の課題の対策として，森林環境譲与税の

活用が考えられる。 

森林環境税・森林環境譲与税は，森林整備等に

必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設

された。森林環境譲与税は，市町村においては，

間伐等の森林の整備に関する施策と人材育成・担

い手の確保，また木材利用の促進や普及啓発等に

充てることとされている。 

管内における森林環境譲与税の活用として，地

元産木材のテーブルを設置した会議室の木質化や

木製看板の製作に取り組んでいる。 

この森林環境譲与税を活用して，既設林道にお

いても新たな木製パネルの設置や，設置後 

10～15 年スパンでのパネルの張り替えに活用で

きないかと考える。１路線あたり１年間で 200 枚

設置した場合，10 年間で 240 ㎥の木材利用が見込

めることから，地元産材の需要拡大につながるの

ではないかと考える。 

 これらの木製パネルの課題と対策については，

今後も継続した課題として，地元の関係者や市町

村へ提案して意見交換しながら実現できるよう努

めたい。 
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海岸防災林造成事業実施箇所における事業効果の検証について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南薩地域振興局 農林水産部 林務水産課  竹 本 航

○はじめに（スライド１～３） 

当管内は，海岸線沿いに住宅や畑・工場等が立

ち並んでいる箇所が多く，古くから，海岸防災林

造成事業により，特に開聞岳付近のマツ林を中心

に昭和 33 年から現在まで 42 箇所の防災林の造

成・整備を行い，強風・飛砂等から周辺地域の農

作物や住民の生活環境の保全を図ってきていると

ころである。 

 

○経緯（スライド４～６） 

昨年度，治山事業の要望調査を行った際に，地

元集落から，過去に海岸防災林造成事業で設置し

た防風ネット工や木製防風工が損壊し，その撤去

について強い要望があった。 

損壊した既設防風ネット工の撤去については，

昨年度，他の箇所でも行ったが，その箇所につい

ては撤去と併せて改植等も実施していたことから，

要望箇所では「損壊した防風工を撤去するのみで

良いのか，防風工の新設や背面部の植栽地に施業

の必要はないのか」と疑問が生じた。 

 そこで，過去に海岸防災林造成事業等を実施し

た箇所の現地調査等を行い，現況の把握や現在発

揮されている事業効果を検証することで，防風工

の新設や植栽地への施業等の必要性について検討

したので，その結果を報告する。 

 

○調査地選定・調査理由及び内容（スライド７） 

調査地として，地元から防風工撤去の要望があ

った南九州市知覧町南別府前山地内について調査

を行うこととした。 

調査内容及び理由については，①防風工の撤去・

新設の必要性を確認するため，防風工の損壊状況

や防風工背面部の植栽地の樹高について調査を実

施するとともに，②生育状況比較，防風効果確認

のため，森林現況調査（根元径・樹高・立木本数・

胸高直径）について調査を行った。 

 また，②生育状況比較，防風効果確認の結果か

ら，事業効果を検証し，植栽地への施業等の必要

性について検討を行う。 

 

 

○調査地について（前山地内）（スライド８～９） 

調査地の前山地内は，東シナ海に面しており，

後背地には，JR指宿・枕崎線，国道 226 号線，松

ヶ浦集落があり，地元集落からも防災林としての

働きを期待されている箇所となっている。 

過去の工事概要については，海岸防災林造成事

業を平成４年から平成 10 年まで実施し，その後，

防風ネット工の腐食・破損，植栽木の枯損が見ら

れたことから，平成 16 年度に県営県単治山事業

により，損傷の激しい防風ネット工を撤去し，木

製防風工を新設，枯損が見られた箇所については，

改植を実施している。また，平成 11 年から 

平成 20年までは，保育事業により，毎年下刈りを

実施していた箇所となっている。 

 

○調査時現況（防風工）（スライド 10～15） 

まず，防風工の損壊状況については，防風ネッ

ト工・木製防風工に分けて調査を行った。まず，

防風ネット工調査箇所は，東側の部分である。 

現在の状況を設置当時と比較すると，設置から 

25 年が経過し，支柱が腐食し，傾いている箇所が

見られた。 

支柱の腐食も根元が腐食し，前方に傾いている

ものや，中間部が腐食し，ネットと結合していな

い部分を確認した。 

次に木製防風工の調査箇所は，南側の部分，防

風ネット工と同様に設置当時との比較を行うと，

現在も設置当時と同様に立っているものの，よく

調べてみると，支柱は腐朽し根元から折れている

箇所や，支柱同士をくくりつける巻付金具は腐食

し，ほとんど確認することは出来なかった。 

防風ネット工・木製防風工の調査から，それぞ

れ，いつ倒壊してもおかしくない状況であること

がわかった。このことから防風工の撤去について

は，既設防風工の全ての範囲で実施を計画するこ

とした。 
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○防風工新設の判断（スライド 16～17） 

防風工撤去後，防風工を新設する必要があるか

判断するため，防風工背面部の植栽地の樹高につ

いて調査を行った。調査箇所は，防風ネット工の

損壊が激しかった箇所の背面部について行うこと

とした。 

植栽地の樹高を調査すると，ほとんどが防風工

の高さより高く成長しており，樹高４ｍ程度であ

ることを確認した。防風工の役割は，植栽初期の

植栽木の生長を促すためのものであり，調査地で

は林木の生長が確認できたため，防風工撤去後，

新設を行う必要はないと判断した。 

 

○森林現況調査（スライド 18～23） 

標準的な植栽木との比較，防風効果の確認を行

うため，森林現況（根元径・樹高・立木本数・胸

高直径）について調査を行った。 

調査箇所は，木製防風工の損壊が激しかった箇

所の背面部で，10ｍ×10ｍ，100 ㎡を調査した。 

調査箇所の植栽施工当時の植栽配置図は，海岸

砂地の植栽での標準とされている，植栽間隔 

１ｍ×１ｍの 10,000 本植えで施工が行われてい

る箇所である。 

また，調査箇所の土壌は，所々岩盤が確認され，

植栽木の生育環境としては適さない環境であるこ

とが考えられる。 

根元径・樹高の調査結果を平成 20年に当時，鹿

児島県林業振興課が作成している根元直径と平均

樹高の相関グラフに落とし込み，標準的な数値と

調査地の数値との比較を行った。 

調査地マツについて，標準の数値と樹高（縦軸）

が同じ数値であった場合の根元直径（横軸）を見

ると，標準地よりも調査地の根元直径が小さくな

ることが分かる。この結果から，調査地のマツは，

標準のマツと比べ，樹高の割に直径が細く，風害

に弱い形状をしていることを確認した。 

また調査地の広葉樹についても，マツと同様の

結果となった。 

 

○防風効果の確認（スライド 24～28） 

調査した内容から防風効果の確認を行う。確認

方法については，①相対密度に基づく林分の疎密

度，②現在発揮されている防風効果対象範囲図の

２種類から防風効果について確認を行う。 

まず，①相対密度に基づく林分の疎密度につい

て，森林総合研究所が出している文献によると密

閉度の高い防風施設では，風下直後では風速は十

分に低下するが，渦が発生して，風速の回復は早

くなり，減風域は小さく，防風機能は低下すると

記載があったことから，密閉度を示す指標として，

相対密度を引用し，森林現況調査結果（胸高直径・

立木本数）より相対密度を算出することで，防風

効果について判断する。  

調査地の平均胸高直径は８cm，調査地 100 ㎡の

立木本数が 45本であったことから，ha 本数を 

4500 本とし，相対密度早見表に落とし込むと調査

地の相対密度は 80となり，相対密度の数値が 

70 以上で，防風林の状況は過密・本数調整遅れの

状態であることから，防風効果は低下していると

判断した。なお，現在の前山地内を適正な密度に

するための目標本数は，現況が ha当たり 4500 本

に対して約 3400 本であるため，本数調整等を行

い，立木本数を目標本数に近づけていく必要があ

る。 

次に②現在発揮されている防風効果対象範囲図

について，樹高から現在発揮されている範囲を算

定し，当初想定されていた範囲と比較を行った。 

 現在の効果が及んでいる範囲については，治山

技術基準に防風林の有効な効果範囲は，一般に防

風林の風上側で樹高の５倍程度，風下側で 20 倍

程度との記載があり，調査地では，風下側に保全

対象物があるため，調査地の林帯上層部の樹高を

20倍することで，防風効果範囲の算定を行い，防

風効果について判断する。  

算定した範囲を住宅地図に落とし込むと，この

ような図となる。この図から現在の防風効果は，

防風林の造成途中であるが，当初想定していた範

囲の約８割にまで及んでいることがわかり，一定

程度の防風効果が確保されていると判断できる。 

 

○まとめ（スライド 29） 

調査結果から事業効果の検証を行った。調査箇

所は，海岸に近く，岩盤も確認されるような植栽

木が生長するための環境条件は著しく厳しい箇所

ではあるが，植栽木は生長し，防風効果も発揮さ

れていることも確認できたことから，調査地は，

一定程度の事業効果を発揮していることがわかっ

た。 

 また調査結果から事業効果を高めるための今後

の取組として，防風工撤去後，新設は必要ないと

考えられたが，林内は過密であることと，風害を

受けやすい形状をしていることから，防風工撤去

に併せ，本数調整伐等の計画を行い，林内を適切

に管理することで，より事業効果を高めて行きた

いと考える。 
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海岸防災林造成事業実施箇所における事業効果の検証について 
○防風効果の高い防災林造成について 

（スライド 30～31） 

また，今年度保育事業を担当するにあたり，前

山地内での事業効果検証の結果から，防風効果の

高い防災林の造成には，適切な植栽木の生長が必

要だと考えられたことから，最近植栽を行い，保

育事業を実施している箇所についても，しっかり

生長しているか確認するため，生育状況を調査す

ることとした。  

現在当管内で保育事業を実施している，南九州

市頴娃町御領小松崎地内と指宿市山川岡児ヶ水戸

ヶ峯地内の２箇所について今回調査を行った。 

 

○調査地について（小松崎地内） 

（スライド 32～36） 

１箇所目の小松崎地内は，東シナ海に面してお

り，後背地には，工場・住宅地が並び，JR指宿・

枕崎線，国道 226 号線がある。 

過去の工事概要については，海岸防災林造成事

業を昭和 52年から平成 16 年まで実施し，保安林

改良・保育事業は昭和 47 年から現在まで実施し

ている箇所となっている。 

今回の調査は，令和３年度に改植を行い， 

令和４年に下刈り作業を実施した箇所について，

調査を行った。 

松くい虫被害により裸地部・草本等の区域とな

った所に改植を実施している箇所であり，植栽か

ら約２年半が経過している状況である。 

また調査地の植栽施工当時の植栽配置図は，植

栽間隔 1.4ｍ×1.4ｍの ha 当たり 5,100 本植えで

実施されており，今回の調査では，主木である抵

抗性マツについて調査を行った。 

 

○現況調査（スライド 37） 

昨年度，保育事業を実施した直後と調査時の現

況の比較を行った。調査時，下刈り作業後 

約 10 ヶ月が経過すると，ほとんどの植栽木が雑

草に被圧されている状況であった。 

 

○調査結果（スライド 38～39） 

植栽を行ってから，現在までの生長量を計測す

ると，約２年半で 0.7ｍ成長していることがわか

る。成長量を時期毎にグラフで表すと，植栽時 

0.5ｍであった植栽木は，１年７ヶ月経過した下刈

り作業時には 0.2ｍ成長し，下刈り作業後 10ヶ月

経過した今回調査時には，0.5ｍの成長が確認でき

た。このことから植栽後全体で見ると，２年５ヶ

月で 0.7ｍしか伸びていなかった。クロマツの樹

高の生長については，本県の生長量の標準がわか

らなかったため，福島県のものになるが，標準の

成長では１年に約 0.5ｍずつ伸びると記載があっ

たため，調査箇所の成長は低位であると判断され

る。しかし，下刈り作業後のみを見ると，下刈り

作業前と比べ，短期間で成長量が増えていること

から，下刈り作業に一定の効果を確認することが

できた。 

 

○調査地について（戸ヶ峯地内） 

（スライド 40～43） 

２箇所目の，戸ヶ峯地内も，東シナ海に面して

おり，調査箇所の北側には，工場，県道 242 号線

がある。 

過去の工事概要については，海岸防災林造成事

業を昭和 48年から平成 31 年まで実施し，保安林

改良・保育事業は，昭和 47年から現在まで実施し

ている箇所となっている。 

今回の調査は，令和元年度に改植を行い， 

令和４年度に下刈り作業を実施した箇所について

調査を行った。 

また，調査箇所の植栽施工当時の植栽配置図は，

広葉樹４種を ha 当たり 3,000 本植えで実施した

箇所について調査を行った。 

 

○現況調査（スライド 44） 

昨年度保育事業を実施した直後と現況の比較を

行った。下刈り作業後から約 10 ヶ月経過すると

植栽木は雑草に被圧されている状況であった。 

 

○調査結果（スライド 45～46） 

植栽を行ってから，現在までの生長量を計測す

ると，約３年半で 0.5ｍ成長していることがわか

る。小松崎地内と同様に生長量を時期毎にグラフ

で表すと，植栽時 0.5ｍであった植栽木は，植栽

から２年８ヶ月が経過した下刈り作業時には 

0.2ｍ成長し，下刈り作業後 10ヶ月が経過した今

回調査時には，0.3ｍの成長が確認できた。このこ

とから植栽後全体を見ると，３年６ヶ月で 0.5ｍ

しか伸びていなかった。広葉樹の樹高の成長につ

いても，本県の生長量の標準が分からなかったた

め，山梨県のものになるが，標準の成長では１年

に約 0.5ｍずつ伸びると記載があったため，調査

箇所の成長は低位であると判断される。しかし，

小松崎地内と同様に下刈り作業後のみをみると，

下刈り作業前と比べ，短期間での成長量が増加し

ていることから，下刈り作業に一定の効果を確認

することができた。 
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海岸防災林造成事業実施箇所における事業効果の検証について 
○まとめ（スライド 47） 

この小松崎・戸ヶ峯両地内の調査結果から，保

育事業の効果，調査箇所では下刈り作業の効果は，

確認できたが，全体の生長量を見ると，生長量は

低位な状況である。原因としては，下刈り作業後

から１年も経過しない間に植栽木は被圧されてい

る状況であり，被圧されている期間が長いためだ

と考えられる。 

 今後の取組として，現在下刈りを年１回刈りで

行っているが，今後年２回刈りの検討を行うなど，

植栽木の被圧されている期間を短くしていきたい

と考える。  

 

○今回の調査を通じて（スライド 48） 

今回の調査を通じて，①当管内では，今後防風

工の腐朽に併せて，撤去の要望が増えていくと考

えられる。要望があった際には，今回の検証のよ

うに後背地の状況も踏まえ施業等の事業実施の検

討を行っていく。また，②植栽木が雑草に被圧さ

れている箇所もあり，昨年度，下刈り作業を施工

した業者も植栽木を見つけるのに大変苦労したと

の話があったことから，今後は，植栽時の竹支柱

の長さや作業の省力化のためのマルチングの実施

等も検討していく。 
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